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事 業 概 要

福 祉 政 策 課

事 業 名 内 容

医療・介護・福祉連携 １ 事業目的

促進事業 高齢者等が介護や療養が必要な状態になっても、住み慣れ

た場所で生活を続けることができる環境を整備するため、在

３,８９９千円 宅生活支援に向けた医療・介護・福祉の連携強化を図る。

３，８９９ ２ 事業内容

（１）医療・介護・福祉連携促進協議会費 ２，９８３千円

[地域医療介護総合確 地域包括ケアシステムの早期構築に向けて、県及び地域

保基金] レベルで医療・介護・福祉連携促進協議会を開催する。

①県医療・介護・福祉連携促進協議会の開催

・内 容 県レベルでの医療・介護・福祉の連携促

進に向けた各主体の具体的な取組や各地

域での推進方法について協議

・委 員 医療・介護・福祉各分野の１３名

・開催回数 ３回

②各地域における連携促進協議会の開催

・内 容 市町村における今後の連携推進方針や具

体的な取組、進捗状況等について協議

・委 員 ８地域振興局ごとの医療・介護・福祉各

分野の関係者

・開催回数 各地域振興局２回

（２）連携促進先進事例研修会費 ２４２千円

市町村の多職種連携の取組を促進するため、情報提供や

意見交換の場としての研修会を開催する。

・対 象 者 市町村及び地域包括支援センターの職員

・内 容 県内外の先進事例の紹介、グループワーク

（３）地域医療介護総合確保事業計画策定委員会費

６７４千円

地域医療介護総合確保基金を活用して事業を実施するた

、 。めに策定する県計画について 有識者から意見聴取を行う

・委 員 医療・介護・福祉団体の代表者１７名

・開催回数 ２回
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事 業 概 要

福 祉 政 策 課

事 業 名 内 容

在宅医療・介護ＩＣＴ １ 事業目的

連携推進事業 地域の在宅医療や介護に携わる多職種間の情報共有を図る

ため、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した連携システム構築

１５，８７０千円 を推進する経費に対して助成する。

１５，８７０ ２ 実施主体 （一社）由利本荘医師会

［地域医療介護総合確 ３ 事業内容

保基金］ ・対象地域 由利本荘・にかほ地域（モデル地域）

・対象施設 １００施設

・対象経費 連携システム構築費及びシステム運営費

・補 助 率 １０／１０

（ポータルサービス利用料及びモバイル

機器等購入費は３／４）

（ ）○在宅医療・介護ＩＣＴ連携システム ナラティブブック

医療・介護に携わる多職種が、ＩＣＴを活用して、患

者の情報を共有することにより、日常の様子や状態の変

化をタイムリーに把握する。

また、それぞれの職種が有する情報の一元化と情報共

有による作業の効率化を通じて、地域の在宅医療・介護

サービスの質の向上を図る。

※平成２９年１月現在登録数

施 設 数：３３

利用者(患者)数：５６
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事 業 概 要

福 祉 政 策 課

事 業 名 内 容

地域福祉支援計画 １ 事業目的○新
策定事業 地域福祉に関するニーズが増大し、ネットワークの役割が

一層重要となる中、市町村の地域福祉の推進を支援するため

１，２４７千円 の基本的な方針等を定め、地域課題への包括的対応や多様な

主体の参加・相互連携の促進を図る。

１，２４７

２ 実施主体 県

３ 事業内容

市町村及び社会福祉協議会の取組等に関する調査等を行

、 、い 多様化・複雑化する地域福祉の課題を整理するとともに

県社会福祉審議会等において、地域福祉施策の方向性に関す

る検討を行い、新たな地域福祉支援計画を策定する。

○会議開催回数

社会福祉審議会 ２回

策定検討会 ４回

○策定スケジュール

平成２９年 ４月～ 市町村等に対する調査の実施

社会福祉審議会での審議

１２月 素案の策定

県議会での計画概要説明

パブリックコメントの実施

平成３０年 ２月 計画原案の策定

県議会での計画案説明

３月 社会福祉審議会での審議

４月 地域福祉支援計画施行
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事 業 概 要

福 祉 政 策 課

事 業 名 内 容

子どもの未来応援地域 １ 事業目的

ネットワーク形成支援 子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右される

事業 ことのないよう、貧困の状況にある子どもが地域において健

全に育成される環境を整備するなど、子どもの貧困対策を総

１６,６９０千円 合的に推進する。

７，０８６ ２ 実施主体 県、市町村、民間団体等

９，６０４

３ 事業内容

（１）地域ネットワーク形成支援研修会事業 ４２３千円

市町村における支援体制整備に向けた取組を促進するた

め、体制整備の考え方や先進事例、貧困の現状について情

報交換等を行う研修会を開催する。

・対 象 者 市町村福祉担当職員、市町村教育委員会担

当職員、民間団体等

・開催場所 県内３か所（県北、中央、県南）

（２） 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業○新
１２,３７６千円

高校進学のための基礎学力及び学習習慣を身に付けるた

めの学習支援を実施する。

・対 象 者 町村部に居住する中学生（教育庁事業「地

域未来塾事業」を実施する八峰町、東成瀬

村を除く）

・実施形態

集合型 公民館等を会場に、集まった子どもたちに

学習支援を行う

（対象）要保護世帯、準要保護世帯、

ひとり親世帯の中学生

訪問型 個別に家庭訪問し１対１で学習支援を行う

（対象）要保護世帯、準要保護世帯の

中学３年生

（３） ひとり親等生活困窮者に対する家計相談支援事業○新
１,７９９千円

子どもの教育資金の計画的な準備方法など、家計の見直

、 （ ）しを支援するため 専門家 ファイナンシャルプランナー

が家庭訪問等により家計相談に応じる。

・対 象 者 町村部のひとり親等生活困窮者
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（４） 子どもの未来応援地域ネットワークコーディネータ○新
ー養成事業 ９５１千円

地域において切れ目のない“支援のつなぎ”をコーディ

ネートする者の養成を図るとともに、教職員及び福祉関係

職員等が問題を抱える家庭に対する支援の連携方法を学ぶ

講座を開催する。また、民間の多様な貧困対策の取組が促

進されるよう意見交換の場を設ける。

①コーディネーター養成講座

関係機関の“つなぎ”の役割を担うコーディネーター

の重要性や支援体制づくりを学ぶ講座の開催

②教育、福祉分野等関係機関の連携方法の学習講座

各地域において問題を抱える子どもに対する支援につ

いて、教育・福祉分野等の連携方法を学ぶ講座の開催

※①、②を同日に実施

、 、・対 象 者 市町村コーディネーター候補者 教職員

市町村福祉関係職員、民間団体関係者等

・開催場所 県内３か所（県北、中央、県南）

③子どもの未来応援会議ワークショップ

民間等の貧困対策の取組を促進するための意見交換

・開催場所 秋田市

、 、・対 象 者 ＮＰＯ法人・民間団体の関係者 教職員

民生児童委員、保育関係者等

（５） 子どもの貧困対策普及啓発事業 ９９３千円○新
支援を必要とする方及び支援者向けに、子どもの貧困対

策に関する支援制度を掲載したハンドブックを作成、配付

する。

・作成部数 １５,０００部

・配 付 先 ひとり親等生活困窮者、小・中・高校、民

生児童委員、福祉事務所、市町村

（６） 子どもの未来応援地域力促進事業 １４８千円○新
町内会やＰＴＡなどの地域住民の会合等に貧困対策の取

組を実践している講師を派遣し、地域における身近な問題

として貧困問題への理解を深める。

・講師派遣 ６か所
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事 業 概 要

長 寿 社 会 課

事 業 名 内 容

地域で支える認知症施 １ 事業目的

策推進事業 増加が見込まれる認知症患者に関する相談や早期診断・早

期対応の取組を充実し、認知症の人やその家族が住み慣れた

４８，２１６千円 地域で安心して生活を送ることができるよう、地域で支える

体制を構築する。

１６，８３６

１６，９５６ ２ 事業内容

１４，４２４ （１）認知症疾患医療センター運営事業 ２４，８８５千円

［高齢者健康保持及び

地域支援体制整備基

金］

３，１２６

［地域医療介護総合確

保基金］

１３，８３０

○基幹型（総合病院）

地域型の機能に加えて、身体合併症・周辺症状への

救急・急性期対応、県内センターの連携推進、人材育

成（機能強化推進）等の役割を担う。

○地域型（精神科病院等）

専門的な鑑別診断、行動心理症状外来対応、地域連

携の拠点等の役割を担う。

○診療所型（診療所）

地域型と同等の機能、役割を担う。

ただし、ＣＴ検査及び入院については、他医療機関

との連携による対応も可能。

※ 平成２９年４月より、診療所型は名称が連携型に

変更され、設置医療機関に病院が加わる。

横手興生病院

1

3

4

5

2

6

既設・新規 類　型 設　置　先
補助額

(年額)
指定年月

①

既　設

地域型
県立リハビリテーション

・精神医療センター
3,621千円 H25.10月

② 地域型 秋田緑ヶ丘病院 3,621千円 H27.10月

③ 基幹型 市立秋田総合病院 8,074千円 H28.10月

④ 地域型 大館市立総合病院 3,621千円 H28.10月

⑤ 診療所型 たかのす今村クリニック 1,464千円 H28.10月

⑥ 診療所型 菅医院 1,464千円 H29. 2月

◎ 新　規 地域型 横手興生病院 3,020千円 H29.10月予定

合　　計 24,885千円
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（２）認知症医療・介護体制充実強化事業 ９，５８８千円

①医療支援体制充実強化事業

・かかりつけ医等対応力向上及びサポート医フォロー

アップ研修の実施

連 携 先 秋田大学、県医師会、市立秋田総合病

院ほか

・歯科医師・薬剤師・看護職員対応力向上研修の実施

委 託 先 （一社）秋田県歯科医師会

（一社）秋田県薬剤師会

（公社）秋田県看護協会

・サポート医養成研修への派遣

②介護支援体制充実強化事業

・認知症対応型サービス事業管理者等研修の実施

委 託 先 （福）秋田県社会福祉協議会

・介護指導者のフォローアップ研修への派遣

③認知症介護指導者養成事業

・介護現場における指導者を養成するため、認知症介護

研究・研修センターへの研修派遣

④医療・介護連携等推進事業

・初期集中支援チーム員・地域支援推進員を養成するた

め、国立長寿医療研究センターへの研修派遣

（３）みんなで支える認知症施策推進事業 １３，７４３千円

①認知症施策推進ネットワーク事業

・ネットワーク会議の開催（年２回）

内 容 県医師会、認知症疾患医療センター、

家族の会、介護施設等各分野の代表者

１６名で構成し、課題等について話し

合い、施策に反映

（ 、 、 ）・市町村担当者会議の開催 県北 中央 県南 各１回

内 容 施策に当事者視点を取り入れるため、

認知症の人と家族の会が新たに参加し

てグループワークを実施

②認知症コールセンター運営事業

委 託 先 （公財）秋田県長寿社会振興財団

③認知症サポーター養成普及事業

・キャラバンメイト養成講座の開催

・認知症サポーター養成講座の開催（地域振興局単位）

・ 認知症サポーターステップアップ講座の開催○新
内 容 サポーターの取組を活性化させるた

め、指導者養成研修を実施

対 象 者 県職員、市町村職員等
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④認知症啓発促進事業

・街頭キャンペーンの実施

・ 認知症普及啓発シンポジウムの開催○新
内 容 認知症本人による講演を行うなど、当

事者視点を取り入れ、認知症の人と家

族の会と連携して実施

対 象 者 一般県民、行政職員、介護従事者等

⑤市民後見推進事業

・市町村が行う市民後見推進事業に対する補助

対象経費 後見人養成講座、後見業務支援、後見

支援センター運営経費等

交 付 先 横手市、湯沢市

補 助 率 １０／１０

⑥若年性認知症施策推進事業

・若年性認知症支援コーディネーターの配置（１名）

配 置 先 県立リハビリテーション・精神医療

センター（平成２８年４月～）

・ 若年性認知症ハンドブックの作成・配布○新
内 容 初期段階から適切な支援を受けられる

よう、認知症と診断された人やその家

族がその後の生活を営む上で有効な情

報（認知症のこと、介護サービス、薬

など）をまとめた冊子を作成し、配布

配 布 先 若年性認知症と診断された人やその家

族、各市町村や地域包括支援センター

等の相談窓口

作成部数 ５００部
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事 業 概 要

長 寿 社 会 課

事 業 名 内 容

老人福祉施設等環境整 １ 事業目的

備事業 在宅生活が困難な高齢者の身体的、精神的な健康の維持及

び向上を図るため、特別養護老人ホームを整備する。

，２５０千円１７６

２ 実施主体 （福）象潟健成会

１６４，５００

１１，７５０ ３ 施 設 名 （仮）特別養護老人ホーム合歓
ね ぶ

（建設予定地）にかほ市象潟町

４ 整備区分 創設

５ 定 員 特別養護老人ホーム ５０人

（併設）短期入所生活介護 ３０人

（併設）デイサービス １８人

６ 補助単価 ３，５２５千円／人

9



事 業 概 要

長 寿 社 会 課

事 業 名 内 容

介護人材確保対策事業 １ 事業目的

介護ニーズの拡大と生産年齢人口の減少により、深刻な人

７４，９６０千円 手不足が懸念される介護人材を確保するため、未経験者等の

介護分野への新規就労と介護従事者の職場定着を支援する。

７４,９６０

２ 事業内容

［地域医療介護総合確 【基盤整備】

保基金］ （１） 介護サービス事業所認証評価事業○新
２４，８５２千円

介護従事者の処遇改善や人材育成等を積極的に実施する

介護サービス事業所の取組と努力を評価し、基準を満たす

事業所の認証を行い、介護職への就労と定着を促進する。

①認証評価制度推進委員会（仮称）の開催

・委 員 事業者団体、職能団体、学識経験者等

・開催回数 ３回（H29.4月、10月、H30.2月）

②認証申請等受付及び審査員派遣業務委託

事業所からの参加宣言及び申請の受付、認証審査員派

遣業務を委託する。

・委 託 先 適格な審査員派遣が可能で、認証に関し

中立的に業務を担える業者

③認証評価制度参加事業所支援業務委託

参加宣言事業所に対し、認証に向けた取組を支援する

ため、基本・専門セミナーの開催、個別相談会、コン

サルタントの派遣等の業務を委託する。

・委 託 先 介護事業者への総合的な支援体制を有す

るコンサルティング業者

④認証評価事業に係る活動等経費

制度の普及啓発、事業者への支援、認証審査等

⑤認証ロゴマーク商標登録業務委託

【参入促進】

（２）介護人材確保対策事業 ２９，２０６千円

県福祉人材センターに専任職員３名を配置し、介護分野

の求人・求職に係るマッチングの推進並びに新規就労及び

職場定着を支援する。

・委 託 先 （福）秋田県社会福祉協議会
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①介護従事者新規就労支援

・介護未経験者に対する基礎講習会の開催及び介護保

険施設等における実務訓練の実施

・介護職員初任者研修受講経費への助成

・介護職応援Ｗｅｂサイトの運営

②介護人材定着促進

・理学療法士の派遣による腰痛予防対策等の普及

・社会保険労務士等の派遣による職場環境等の改善

③ エルダー・メンター研修事業○新
・新人の離職防止を図るため、県内３か所で指導役・

相談役となる職員の養成研修を実施する。

（３）地域住民に対する介護の仕事の理解促進事業

２，２７０千円

介護の仕事と魅力を紹介するため、県内３か所で地域住

民を対象とする介護体験等のセミナーを開催するとともに、

県内の中学生・高校生に対し介護の仕事を紹介する出前講

座を実施する。

・補 助 先 （一社）秋田県介護福祉士会

（学）ノースアジア大学

・補 助 率 １０／１０

（４）高校生等を対象とする介護の職場体験事業

６，５８９千円

県内の高校生等の若年層を対象に、介護施設等での職場

体験の機会を提供し、介護の仕事に対する理解を深めるこ

とにより、介護職への就労促進を図る。

・委 託 先 （福）秋田県社会福祉協議会

・対 象 者 高校生及び大学生等１００人

・内 容 交流、手伝い（補助 、意見交換）

【資質の向上】

（５）介護職キャリアアップ研修支援事業 ３，１９２千円

①介護職等の実践的スキルアップ講座開設事業

介護従事者や介護支援専門員等の能力を高めるための

研修会を開催する。

・補 助 先 国立大学法人 秋田大学

・補 助 率 １０／１０
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○フィジカルアセスメント研修

要介護者の食事、移動、排泄などの状態を見極め、

緊急時に速やかに医療職と連携できるよう医学的知

識を習得する。

・対 象 者 介護従事者６０人

要介護者の身体状況を総合的に判断し、必要な対応

ができるよう呼吸器系、運動器系などの医学的知識

を習得する。

・対 象 者 リハビリ専門職等２０人

○ファシリテーション研修

地域ケア会議等の場で、参加者の発言を促したり、

話の流れを整理するなど、合意形成に向けた働きか

けの技術を習得する。

・対 象 者 介護支援専門員２０人

②訪問介護員の人材養成における基本研修実施事業

要介護者の人権擁護・尊厳あるケア、多職種連携の知

識を習得するための研修会を開催する。

・補 助 先 （公財）秋田県長寿社会振興財団

・補 助 率 １０／１０

（ 、 ）○訪問介護員スキルアップ研修 基礎９回 応用１回

・対 象 者 訪問介護員延べ４９０人

○訪問介護サービス提供責任者研修（全３回）

・対 象 者 サービス提供責任者８０人

（６） 研修受講に係る代替職員確保支援事業○新
５，４４０千円

介護職員のキャリアアップのため、職員が多様な研修に

参加できるよう代替職員の確保に要する経費を助成する。

・補 助 先 県内介護サービス事業者

・補 助 率 ２／３

・県に登録した人材派遣事業者へ、介護事業所が派遣を

、 、 。依頼し その実績に応じ 介護事業所に対し補助する

（年間２０人×１５日×２回を想定）

④補助申請

県 介護事業所

⑤補 助 ②派遣依頼

①登録

人材派遣事業者 ③代替職員派遣
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【労働環境・処遇の改善】

（７）介護ロボット導入推進支援事業 ２００千円

介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化による職

場定着を支援するため、介護ロボットの導入に要する経費

を助成する。

・補 助 先 県内介護サービス事業者

・基 準 額 １０万円／台

、 、 、 、・補 助 対 象 移乗介護 移動支援 排泄支援 見守り

入浴支援など、職員の負担軽減に効果が

見込まれるロボット

（８）介護事業所内保育所運営支援事業 ３，２１１千円

介護従事者の職場定着を支援するため、介護保険施設・

介護事業所内保育所の運営に要する経費を助成する。

・補 助 先 鹿角微笑苑（介護老人保健施設）

・補 助 率 ２／３
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介護サービス事業所認証評価制度の運用

①認証評価制度推進委員会（仮称）の開催　【県】

②認証申請等受付及び審査員派遣業務委託　【受託事業者】

宣言
受付

宣言事業所支援

審査（３人体制で実施）

④活動等経費　【県】

■県の主な業務

［推進委員会（仮称）の開催］ ［制度の普及啓発］ ［事業者への支援］ ［認証申請審査］

・ハンドブック等の配布 ・宣言・認証事業所公表 ・申請資料確認

・制度に関する情報発信 ・支援情報の提供 ・認証審査・決定

・出前講座の実施 ・相談対応 ・ロゴマーク管理

第１回
（H29.4）

・制度の推進や事業所支援

  の充実・強化等に関する

  意見聴取

③認証評価制度参加事業所支援業務
  委託【受託事業者（コンサルタント）】

　 明確な昇給基準の運
用、職場環境の整備と
両立支援等の審査

(2) 福祉施設管理経験者

　 人材育成体制（新規
採用者、階層別等）、
キャリアパス等の審査

(3) 県職員

・基本セミナー

・専門セミナー

・個別相談会

・個別コンサルティング

(1) 社会保険労務士

認証保留

　 総合的な審査

　 求職者に向けた情報
発信、地域交流や法令
遵守等

認　証

第２回
（H29.10）

第３回
（H30.2）

認証申請
受付

審査員派遣

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

約
２
４
０
０
事
業
所

宣言事業所情報

意見聴取

宣言

事業所

適宜

委員会に

意見聴取
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事 業 概 要

長 寿 社 会 課

事 業 名 内 容

福祉医療費等助成事業 １ 事業目的

県内に居住する乳幼児及び小中学生、ひとり親家庭の児

５,０４１,９５６千円 童、高齢身体障害者、重度心身障害児者の心身の健康保持

と生活の安定を図るため、医療費の自己負担分等に対し、

助成を行う。５，０４１，９５６

２ 事業内容

（１）福祉医療費補助金 ４，６１６，５５０千円

医療費の自己負担額の全部又は一部を支給する市町村

の事業に対して補助する。

①実施主体 市町村（補助率 １／２）

②内 訳

区分 受給者数(人) 所要額(千円)

乳幼児・小中学生 ８７,９１５ １,１４８,４０４

ひとり親家庭の児童 １８,６２４ ２２７,９１８

高齢身体障害者 １５,５６３ ６５２,８０４

重度心身障害(児)者 ４７,４２２ ２,５８７,４２４

計 １６９,５２４ ４,６１６,５５０

（２）福祉医療費支給事務費補助金 ８０，４３３千円

福祉医療の支給に必要な経費に対して補助する。

①実施主体 市町村（補助率 １／２）

②内 訳

・審査支払手数料 ７８，０６０千円

・受給者証の更新に必要な事務費 ２，３７３千円

（３）福祉医療基盤強化補助金 ３４２，１２３千円

福祉医療の実施に伴い国から課される市町村国保の国

庫負担金等減額措置相当額に対して補助する。

補助率 前年度減額措置相当額の１／２

（４）保険医療機関指導費補助金 ２，８５０千円

県医師会・県歯科医師会が保険医療機関に行う福祉医

療制度の周知等に要する経費に対して補助する｡

①補 助 率 １０／１０

②内 訳

・ 一社）秋田県医師会 ２，０７３千円（

・ 一社）秋田県歯科医師会 ７７７千円（
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事 業 概 要

ねんりんピック推進室

事 業 名 内 容

全国健康福祉祭開催事 １ 事業目的

業 高齢者の健康保持・増進、社会参加、生きがいの高揚を図

るため、平成２９年９月に第３０回全国健康福祉祭あきた大

１，０２６，３０４ 会を開催する。

千円

２ 実施主体 厚生労働省、県 （一財）長寿社会開発センター、

１０８，１３０

８９４，８６５ ３ 事業内容

２３，３０９ （１）実行委員会運営事業 ３２１千円

大会開催前に準備状況を、大会開催後に大会の結果報告

［高齢者健康保持及び を行う。

地域支援体制整備基 ・総会（年２回）

金］

４４６，５６７ （２）広報・宣伝事業 ６６，３６８千円

県内の大会開催気運の醸成のための各種広報宣伝活動や

地域活性化対策基金 全国から来県する選手団等のおもてなしのための歓迎装飾［ ］

４４８，２９８ 等を行う。

①広報活動

・広報キャラバン隊、広報サポーターの活動

・節目イベントの実施など

②歓迎装飾

・秋田駅、秋田空港

（歓迎フラッグ、のぼり旗、フロア広告など）

・秋田駅大屋根下大型タペストリー

・旧産業会館跡地屋外看板など

③その他

・経済波及効果調査

・大会報告書作成など

（３）県民参加推進事業 ９，３８４千円

全国から集まる選手等をまごころあふれるおもてなしで

迎えるため、多くの県民が様々な形で参加する取組を推進

する。

①ボランティア募集

・研修会の開催や弁当代に要する経費

②花いっぱい運動

・総合開会式会場、秋田空港、秋田駅に県民が育てた

花の設置や維持管理に要する経費

③児童による歓迎応援運動

・地元小学生による応援横断幕・メッセージカードの

作成に要する経費
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（４）大会実施事業 ６５１，０９２千円

ねんりんピック県主催事業及び参加者の受入を行う。

①総合開会式・閉会式実施経費

・県立中央公園で実施する総合開会式と県民会館で実

施する総合閉会式に要する経費

②イベント実施経費

・秋田駅周辺等で実施する美術展や地域文化伝承館等

のイベントに要する経費

③宿泊・輸送事業対策費

・大会参加者の宿泊・輸送等の調整に要する経費

④医事・衛生事業対策費

・大会参加者の医療救護及び宿泊施設や弁当調製業者

等に対する衛生対策に要する経費

⑤大会管理運営経費

・総合プログラムの作成や大会関係者の服飾・ＩＤカ

ードの作成等に要する経費

⑥大会実施本部設置運営費

・大会実施本部の通信体制整備や活動に要する経費

（５）交流大会開催支援事業 ２９０，７３２千円

会場地市町村実行委員会に、交流大会開催経費の補助等

の支援を行う。

①交流大会開催経費補助

補助対象：実行委員会運営経費、交流大会開催経費

交 付 先：会場地市町村実行委員会

補 助 率：実行委員会運営経費 １／２

交流大会開催経費 ２／３

競技団体準備経費 10／10

②表彰事業

交流大会参加選手に贈呈するメダル・楯等の作成

（６）全国健康福祉祭開催準備事業 ８，４０７千円

ねんりんピック開催に関する事務的な準備を行う。

①全国健康福祉祭担当係長会議開催経費

②オフィシャルスポンサー募集関係経費

・感謝状の贈呈に要する経費
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第30回全国健康福祉祭あきた大会（ねんりんピック秋田２０１７）

期日：平成２９年９月９日（土）
開場：９：００ 開演：１０：００
会場：県立中央公園陸上競技場

期日：平成２９年９月１２日（火）
開場：１２：１５ 開演：１２：４０
会場：県民会館

総合開会式 総合閉会式

県内１７市町村２６種目
期間：平成２９年９月１０日（日）～１２日（火）

交流大会イベント

○秋田拠点センターアルヴェ＜９月９日（土）～１１日（月）＞
内容：地域文化伝承館、健康福祉機器展 グルメコーナー、

秋田のまつり他

○ぽぽろーど＜９月８日（金）～１２日（火）＞
内容：総合案内所、グルメ・物産コーナー（９日（土）～

１０日（日） ）

○アゴラ広場＜９月９日（土）～１１日（月）＞
内容：ふれあいニュースポーツ、グルメ・物産コーナー 、

秋田のまつり他

○アトリオン＜９月９日（土）～１１日（月）＞
内容：美術展※（彫刻、書、工芸、写真）、 秋田の伝統工芸

コーナー他

○仲小路＜９月９日（土）～１１日（月）＞
内容：仲小路ねんりん朝市

○エリアなかいち、県立美術館＜９月９日(土）～１１日（月）＞
内容：美術展※（日本画、洋画）、ステージイベント、健康フェア、

相談コーナー、グルメ・物産コーナー、秋田のまつり他

○県民会館
内容：音楽文化祭（９月１０日（日））、講演会（９月１２日（火））

○ホテルサンルーラル大潟＜９月１１日（月）＞
内容：全国健康カラオケ大会

※ 美術展は９月９日（土）～１２日（火）

1
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事 業 概 要

障 害 福 祉 課

事 業 名 内 容

障害児・者施設整備補 １ 事業目的

助事業 障害福祉サービスを提供する障害児・者施設の整備を促進す

ることにより、障害児・者の福祉の向上を図る。

５９５，５２５千円

２ 事業内容

３９７，０１６

設 置 主 体 整備 設置 補助額１５８，７００ 種別・定員(人)

事 業 所 名 区分 場所 (千円)３９，８０９

(福) 能代ふくし会 生 活 介 護 30

改築 能代市 15 201,300指定障害福祉サービス事業所 放課後等デイサービス

ね む の 木 苑
短 期 入 所 4

(福) 水 交 会 障害者支援施設 58

改築 大仙市 379,100

短 期 入 所 4か わ 舟 の 里 角 間 川

(福) 5秋田県社会福祉事業団 大規模 福祉型障害児入所施設

横手市 15,125

阿 桜 園 障害者支援施設 40修 繕

計 3か所 595,525

３ 補助率

国１／２、県１／４
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事 業 概 要

子 育 て 支 援 課

事 業 名 内 容

地域の子育て力向上事 １ 事業目的

業 核家族化、地域社会の変化など、子育てをめぐる環境が大

きく変化する中、地域住民等の積極的な参加や企業・子育て

３,８７３千円 支援団体等との連携を進め、地域全体で支援するための取組

を推進するともに、各種支援策の情報を県内外に発信し、本

３,８７３ 県における子育ての安心感を醸成する。

２ 実施主体 県、子育て支援団体等

３ 事業内容

（１）子育て家庭優待事業 １,１０１千円

キャンペーンの実施等により 「あきた子育てふれあい、

カード」の利用促進と協賛店の拡大を図る。

・プレゼント企画を伴うキャンペーンの実施

・利用者サポーターによる情報発信

・子育て家庭優待事業推進協議会の開催

（２）地域子育て支援推進事業 １,９４９千円

地域の子育て支援者等の取組を支援するほか、関連施策

等の利用促進を図るためのＰＲを行う。

・子ども・子育て支援推進県協議会、地区協議会の開催

・先駆的な子育て支援活動を行っている団体に対する表

彰の実施

・あきた子育て情報サイト「いっしょにねっと 」等に。

よるＰＲ

（３）子育て家庭サポート事業 ３００千円

子育て家庭を応援する意欲のあるシニア世代等を組織化

し、家事支援等を行うグループを立ち上げ、地域でサービ

スを提供する仕組みを構築する。

・平成２８年度に立ち上げた３つのグループの取組を引

き続き支援（秋田市、潟上市、横手市）

・組織化や活動を通じて得たノウハウを活用し、新たな

グループを立ち上げ

（４） 子育ての安心感向上事業 ５２３千円○新
市町村における子育て環境の整備を促進するとともに、

県内外の若い世代等に対し、各種支援策の周知を図る。

・ 市町村子ども・子育て会議」代表者会議の開催「

・結婚、出産から進学までのそれぞれのライフステージ

における支援策を掲載したリーフレットの作成
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事 業 概 要

子 育 て 支 援 課

事 業 名 内 容

子どもの居場所づくり １ 事業目的

促進事業 保護者が日中家庭にいない児童の健全育成と、保護者の子

育てと仕事の両立支援のため、放課後児童クラブの設置・運

５７５,７５１千円 営及び人材確保の取組に対し助成する。

５７５,７５１ ２ 実施主体 市町村

３ 事業内容

（１）放課後児童健全育成事業 ４９８,９５３千円

①運営費 ４２７,２８１千円

放課後児童クラブの運営費の助成

・補助基準額 基本分９５８千円～３,７４４千円

＋開設日数等加算

・補 助 率 県１／３（国１／３直接補助）

・補 助 対 象 ２６８クラブ

② 放課後児童支援員の処遇改善 ７１,６７２千円○新
放課後児童支援員の賃金改善に要する費用の助成

・補助基準額 １２４千円～３７２千円

・補 助 率 県１／３（国１／３直接補助）

・補 助 対 象 ９３０名

<補助基準額内訳>

補助対象 補助基準額

放課後児童支援員 １２４千円

経験年数が概ね５年以上の放課後児童支援員 ２４８千円

で、一定の研修を修了した者

経験年数が概ね１０年以上の事業所長（マネジ ３７２千円

メント）的立場にある放課後児童支援員

（２）放課後児童クラブ整備事業 ７６,７９８千円

放課後児童クラブの創設等に要する費用の助成

・補助基準額 ２４,９６４千円～４９,９２８千円

・補 助 率 県１／３（国１／３直接補助）

・補 助 対 象 能代市、湯沢市、小坂町
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平成２９年度子どもの居場所づくり促進事業実施予定

クラブ数 児童数 補助金額 クラブ数 補助金額

箇所 人 円 箇所 円

1 秋田市 51 1,547 89,038,000

2 能代市 11 468 19,545,000 5 57,347,000

3 横手市 43 1,271 71,789,000

4 大館市 19 1,120 32,206,000

5 男鹿市 9 269 13,395,000

6 湯沢市 15 595 23,635,000 1 8,321,000

7 鹿角市 8 401 15,028,000

8 由利本荘市 19 702 25,227,000

9 潟上市 9 373 14,911,000

10 大仙市 27 957 41,521,000

11 北秋田市 15 570 23,675,000

12 にかほ市 7 117 7,419,000

13 仙北市 9 290 11,424,000

14 小坂町 1 40 1,870,000 1 11,130,000

15 上小阿仁村 1 30 1,556,000

16 藤里町 1 37 1,540,000

17 三種町 7 377 10,209,000

18 八峰町 3 110 3,574,000

19 五城目町 1 33 1,349,000

20 八郎潟町 2 48 1,536,000

21 井川町 1 40 1,582,000

22 大潟村 1 40 768,000

23 美郷町 4 165 7,169,000

24 羽後町 2 72 3,998,000

25 東成瀬村 2 64 3,317,000

268 9,736 427,281,000

71,672,000

498,953,000 7 76,798,000合　計

交付先

(１)放課後児童健全育成事業 (２)放課後児童クラブ整備事業

①運営費分計

②処遇改善分
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事 業 概 要

子 育 て 支 援 課

事 業 名 内 容

子ども・子育て支援人 １ 事業目的

材育成事業 市町村の子ども・子育て支援施策の更なる充実を図るとと

、 、もに 地域における子育て支援団体等の取組を促進するため

５,８３６千円 子ども・子育て支援に携わる人材の確保と資質の向上に取り

組む。

２,９１５

２,９２１ ２ 実施主体 県

３ 事業内容

（１）子育て支援員研修事業 １,２１２千円

市町村の子育て支援業務や地域の子育て支援活動に携わ

るための基礎的な資質に係る研修を実施

・研修内容 子育て家庭に対する理解など ８時間

・実施回数 ３回（県北・県央・県南)

（２）放課後児童支援員研修事業 ４,６２４千円

①放課後児童支援員認定資格研修事業 ２,５４０千円

放課後児童クラブに配置が必須となる放課後児童支援員

の認定に必要な研修を実施

・研修内容 子どもの発達理解など ２４時間

・実施回数 ３回（県北・県央・県南）

② 放課後児童支援員等資質向上研修事業○新
２,０８４千円

放課後児童支援員の処遇改善を行うに当たり、資質の向

上に必要な知識及び技術を習得するための研修を実施

・研修内容 保護者との連携と支援など ９時間

・実施回数 ３回（県北・県央・県南）
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事 業 概 要

子 育 て 支 援 課

事 業 名 内 容

家庭養護推進体制 １ 事業目的○新
整備事業 里親支援を専門に行う「里親支援コーディネーター」の児

童相談所への配置や、里親支援機関事業の実施、ファミリー

１３,４２１千円 ホームの運営支援等により、要保護児童の家庭養護を推進す

る。

６,２７５

７,１４６ ２ 実施主体 県

秋田県里親連合会（ ２）の②）（

ファミリーホーム（ ３ ）（ ）

３ 事業内容

（１） 里親支援コーディネーター設置事業 ３,３９４千円○新
里親の新規登録の相談から、里親委託に向けた里親・里

子のマッチング、里親家庭への訪問及び委託解除後の里子

「 」の自立支援等を専門的に行う 里親支援コーディネーター

を中央児童相談所に配置する。

（２）里親委託推進事業 ２,４７６千円

①里親支援機関事業 １,６０９千円

・里親支援機関である秋田赤十字乳児院に事業を委託

し、里親制度の普及啓発及び里親の養育能力の向上を

図る。

②里親委託推進事業費補助金 ２５０千円

・里親制度の普及啓発の実施

・ふれあい交流会の開催

③専門里親の養成支援 ６１７千円

・虐待等により心身に被害を受けた子どもの養育など、

専門的な能力を必要とする里親を養成するため、登録

希望者の認定研修受講に必要な費用を支援する。

（３） ファミリーホーム等開設支援事業 ７,５５１千円○新
里親とともに「家庭養護」に位置づけられるファミリー

ホームについて、措置児童の安定した生活と、適切な運営

に必要な施設の改修や備品購入等を支援する。
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健康づくり関係事業について

１日歩数
男 全国ワースト４位
女 全国ワースト１位

塩分摂取量
男 全国ワースト４位
女 全国ワースト６位

喫煙率
男 全国ワースト５位

飲酒習慣者の割合
男 全国ワースト４位

１歳半児う蝕本数
男女 全国ワースト３位

メタボリックシンド
ロームのリスク保有率
男女全国ワースト２位

運動による健康
づくり推進事業

1,838千円
楽しく運動健康
づくり事業

953千円
・合宿形式の運動、
栄養指導

○ロコモ・メタボ・
フレイル予防教室等
の開催

885千円
・身近な場所での運動
栄養指導

全国健康福祉祭
開催事業
1,026,304千円

運動 食事 禁煙 適正飲酒 口腔ケア 健（検）診

減塩・食の環境
整備事業

7,578千円
あきたヘルシー
メニュー研究普及
事業 4,073千円

・県産食材等を使った
健康メニューの研究
開発

○ライフステージ別
啓発事業1,943千円

・うすあじ教室、高校
生レシピコンクール

みんなで創ろう
「食の国」
あきた推進事業

915千円
・食を通じた健康
づくりの普及啓発等

がん予防推進事業
１８，３５４千円
○たばこによる健康
被害対策事業
２，２７６千円

・受動喫煙防止に取り
組む事業所等の登録
や飲食店等における
表示ステッカーの
配付

・禁煙キャンペーン
・受動喫煙防止フォー
ラム

○食・生活習慣改善
推進事業

708千円
（減塩・食の環境
整備事業の内数）

・適正飲酒の啓発

アルコール
健康障害対策基本
計画策定
(平成３０年度）

歯科保健医療推進
事業

15,669千円

○フッ化物洗口推進事業
・フッ化物洗口の普及

174千円

○８０２０運動推進特別
事業

2,423千円
・早期からの歯の喪失
防止、高齢者の口腔
機能維持を目的とし
た研修、調査実施

○口腔保健支援センター
推進事業

10,322千円
・口腔保健支援セン
ターの歯科衛生士等
による歯科保健指導

がん検診推進事業
27,868千円

・罹患率の上昇する年齢
層にターゲットを絞っ
たがん検診受診対策の
推進

健康づくり基盤整備
事業

3,131千円

糖尿病重症化予防対策
推進事業

1,800千円
・県医師会等と連携した
糖尿病重症化予防対策
の取組促進

「健康あきた２１計画」の推進 （県民の健康寿命の延伸）

○新

○新

○新

2
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事 業 概 要

健 康 推 進 課

事 業 名 内 容

健康づくり基盤整備 １ 事業目的

事業 健康づくりに関する事業について、市町村や職域保健の関

係者が、地域の健康課題を把握しながら、連携して取り組む

３,１３１千円 ための基盤を整備する。

４２９ ２ 実施主体 県

２，７０２

３ 事業内容

（１）地域・職域連携推進事業 ９７９千円

メタボリックシンドローム対策をはじめとした各種保健

事業を効果的・効率的に推進するため、地域保健と職域保

健の一層の連携を図る。

・地域・職域連携推進協議会の開催

・地域の健康課題に関する研修会の開催

・かかりつけ医による健（検）診受診勧奨の実施

（２）健康づくりのためのデータ活用推進事業

３５２千円

健康づくりに関するより効果的な取組の推進を図るた

め、医療保険者が保有する特定健診データ等を各市町村ご

とに集計・分析することにより、地域住民の健康に関する

課題を抽出する。

・健康づくり支援資料集の作成

・データを活用した健康づくり推進のための研修への職員

派遣（国立保健医療科学院研修への派遣）

（３） 糖尿病重症化予防対策推進事業 １，８００千円○新
市町村における糖尿病重症化予防対策を推進するため、

市町村、医師会 「秋田県糖尿病対策推進協議会」等によ、

る検討会議を設置するほか、市町村の保健師、管理栄養士

に対する糖尿病重症化予防の保健指導スキルアップ研修を

実施する。

）・糖尿病重症化予防推進会議開催(県・各地域振興局単位

・糖尿病療養指導（保健指導）育成研修開催

委託先 秋田県糖尿病対策推進協議会
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事 業 概 要

健 康 推 進 課

事 業 名 内 容

生活習慣病予防対策 １ 事業目的

事業 県民の健康寿命延伸のため、本県における生活習慣病の実

態や予防法について県民の理解を深めるとともに、減塩やバ

９,９１６千円 ランスのとれた食生活、運動習慣の定着、適正飲酒、受動喫

煙防止など、様々な分野に係る生活習慣病予防対策を展開す

１００ る。

９,８１６

２ 実施主体 県、秋田県医師会

［地方創生応援税制

３ 事業内容(企業版ふるさと納税)

活用事業］ （１）生活習慣病実態周知事業 ５００千円

１００ 生活習慣病の予防についての理解を促進する。

・ 県民の健康と医療を考える集い」開催経費への助成「

補助先 （一社）秋田県医師会

（２）減塩・食の環境整備事業 ７，５７８千円

企業や研究機関等との連携により、食の関係者や県民が

各自の状態に合わせた減塩等に取り組めるよう環境整備を

図る。

① あきたヘルシーメニュー研究普及事業○新
４，０７３千円

・産業、観光部門等と連携した、県産食材等の使用によ

る健康メニュー等の研究開発、普及

・一般県民や食の関係者向けの減塩ノウハウ等に関する

健康講習会の実施

②食・生活習慣改善推進事業 ７０８千円

バランスのとれた食生活、適正飲酒、受動喫煙防止、フ

レイル予防など、望ましい食・生活習慣等について、県民

に身近な地域の健康づくりボランティアである、食生活改

善推進員を活用した普及啓発を行う。

委託先 秋田県食生活改善推進協議会

※フレイル：加齢とともに、心身の活力（筋力や認知機能な

ど）が低下し、生活機能障害、要介護、死亡な

どの危険性が高くなった状態

③食事バランスによる減塩推進事業 １５７千円

医療保険者、医療関係者を対象に食生活改善指導等の研

修会を開催する。
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④野菜で元気応援事業 ６９７千円

野菜摂取量の増加を図るため、市町村、流通企業、飲食

、「 」 。店と連携し 野菜を食べようキャンペーン を実施する

⑤ライフステージ別啓発事業 １，９４３千円

保育所・幼稚園でのうすあじ教室、高校生レシピコンク

ール、働き盛り世代への出前講座等により、ライフステー

ジ別に生活習慣病予防につながる食生活等を啓発する。

委託先 秋田県栄養士会

（３）運動による健康づくり推進事業 １，８３８千円

運動習慣の定着等による健康指標の改善を図るため、糖

尿病予防のための運動・栄養指導を行うとともに、ロコモ

ティブシンドローム、メタボ、フレイル予防のため、各種

健康教室等を実施する。

・ 楽しく運動健康づくり事業○新
健診等で血糖値が経過観察となっている方を対象と

した、ユフォーレでの合宿による運動、栄養指導

委 託 先 河辺地域振興株式会社

参加人数 ２０人（１０人×２グループ）

日 程 各グループとも、一泊二日を２回実施

・健康運動指導士等によるロコモティブシンドローム、

メタボ、フレイル予防教室、転倒・骨折予防教室等の

開催

委 託 先 河辺地域振興株式会社

開催回数 １５回
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事 業 概 要

健 康 推 進 課

事 業 名 内 容

心はればれ県民運動 １ 事業目的

推進事業 自殺者数の減少を目指し、民・学・官の一層の連携強化に

より、自殺予防活動を推進する。

７５,８４７千円

２ 実施主体 県、市町村、秋田大学、民間団体等

５１,５６２

３３ ３ 事業内容

２４,２５２ （１）地域自殺対策緊急強化事業 ７０,０８６千円

①対面型相談支援事業 ５３０千円

・ハローワークでの心の健康相談

(一社)日本産業カウンセラー協会東北支部委 託 先

開催回数 毎月１回

開催場所 県北・中央・県南の３か所

②電話相談支援事業 ８,０９３千円

・ あきたいのちのケアセンター」における相談支援「

③人材養成事業 ２,５５９千円

自殺予防活動に携わる人材を養成する研修を実施する。

・アルコール等依存症対策研修

対 象 行政・医療機関等関係者

・心はればれゲートキーパー養成講座

委託先 秋田ふきのとう県民運動実行委員会

対 象 一般県民

・児童・生徒の自殺予防推進研修

対 象 学校教職員、県・市町村教育委員会職員等

・２０代、３０代の心理に関する研修会

委託先 秋田ふきのとう県民運動実行委員会

対 象 行政関係者、民間相談員等

④普及啓発事業 １０,００１千円

・自殺予防キャンペーン

街頭キャンペーン（9月10日､12月1日､3月1日）で、

「気づき、見守り活動」への県民の参加を呼びかけ

・自殺予防広報事業

「こころの人材バンク」の講師による出前講座、

若年層向け啓発事業（リーフレット配布 、キャンぺ）

ーンと連動したテレビ・ラジオＣＭ等

・自殺予防ネットワーク強化事業（各保健所）

関係機関ネットワーク会議、うつ病教室、街頭キャ

ンペーン、講演会等
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⑤地域自殺対策緊急強化事業費補助金

４４,５４４千円

地域の自殺対策を強化するため、市町村、秋田大学、

民間団体等が取り組む事業に対し支援する。

市町村（２５市町村） ２７,７６２千円

民間団体等（１３団体等） １６,７８２千円

主な事業内容

相談会、相談窓口設置、戸別訪問、サポーター

養成研修、交流サロン、フォーラム開催、キャ

ンペーン実施 等

⑥ 自殺対策計画策定事業 ７７０千円○新
改正自殺対策基本法に基づき、本県の状況に応じた

「秋田県自殺対策計画」を策定する。

⑦ 地域自殺対策推進センター運営事業○新
３，２９２千円

地域の状況に応じた自殺対策を総合的かつ効率的に推

進するため 「自殺対策連携推進員」を配置する。、

主な事業内容

情報の収集、自死遺族や自殺未遂者の相談、市

町村自殺対策計画の策定支援、保健所や市町村

の取組支援 等

⑧ 自殺対策トップセミナー ２９７千円○新
市町村における自殺対策の取組を強化するため、市町

村長等を対象にしたトップセミナーを開催する。

（２）心の健康づくり推進事業 ３３４千円

健康づくり審議会「心の健康づくり推進分科会」を開催

し、関連施策の評価や今後の取組等について検討する。

（３）自殺予防県民運動推進事業 ２,９８９千円

「秋田ふきのとう県民運動実行委員会」の運営及び事業

活動に対し支援する。

対象経費 実行委員会運営費及び研修会、県民運動大

会、キャンペーン等の実施経費

（４）自殺未遂者支援事業 １,５３８千円

自殺未遂者に対する適切な支援を行うため、地域の支援

体制の構築や、支援方法についての研修会を実施する。
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①自殺未遂者支援体制の構築 １,３２３千円

内 容 自殺未遂者支援関係者会議や研修会の

開催、リーフレットの作成・配布等

地 区 県保健所単位の８地域

②自殺未遂者ケア研修会開催 ２１５千円

（５）うつ病に対する医療等の支援対策強化事業 ９００千円

自殺との関連が深い、うつ病に対する相談員や医療関係

者の対応力向上を図るため、研修を実施する。

・うつ病相談対応研修会（開催回数 １回）

委 託 先 （一社）秋田県医師会

対 象 者 相談機関の相談員、民生・児童委員等

・医療関係者向けうつ対策研修事業

（開催回数 県北、県南、中央で各１回ずつ）

委 託 先 （一社）秋田県医師会

対 象 者 医師及び看護師等
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事 業 概 要

健 康 推 進 課

事 業 名 内 容

妊娠・出産への健康 １ 事業目的

づくり支援事業 安心して妊娠・出産ができる環境づくりに向けて、総合的

な支援を行う。

１１７,２０９千円

２ 実施主体 県、市町村

４１,１３３

７６,０７６ ３ 事業内容

（１）母体健康増進支援事業 ６，０７３千円

妊婦の健康の保持増進及びその経済的負担の軽減を図る

ため、妊婦歯科健康診査に要する経費の市町村に対する補

助などを行う。

【妊婦歯科健康診査】

・対 象 回 数 １回

・補助基準額 ４，０００円

・補 助 率 １／２

（２）幸せはこぶコウノトリ（不妊治療総合支援）事業

１０７，５４７千円

①不妊治療に要する治療費の助成 ９８，９９８千円

・健康保険適用外である「特定不妊治療」に係る治療費

の一部を助成

・対象年齢は、４３歳未満（妻）

・助成の所得要件は、夫婦合算所得（所得控除後）

７３０万円未満

【国庫補助事業】 ７２，２２１千円

・ 特定不妊治療」助成見込み件数 ４５０件「

・ 男性不妊治療」助成見込み件数 １０件「

【県単独補助事業】 ２６，５３３千円

・ 特定不妊治療」助成見込み件数 ３５５件「

・ 男性不妊治療」助成見込み件数 ５件「

「 」 、「 」 「 」 。※ 特定不妊治療 とは 体外受精 及び 顕微授精 をいう

※「男性不妊治療」は、特定不妊治療の一環として精巣から精子

を採取するための手術を行った場合のみ上乗せ。
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【参考（スキーム図 】）

②不妊専門相談センターの運営 ３，５６４千円

不妊治療に関する情報を提供するとともに、医師、助産

師や臨床心理士等が面接や電話により相談に応じる。

・委託先 秋田大学（医学部附属病院内に設置）

③県民への周知活動等 ４，９８５千円

不妊症に関する県民の理解を深めるための普及啓発事業

を実施するほか、不妊相談従事者のための研修会等を開催

する。

・普及啓発用リーフレットの配布

・テレビＣＭの放映

・県民公開講座及び不妊相談従事者研修会の開催

■初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が４０歳未満の場合

（通算９回まで補助）

（県単独） （県単独）

（県単独）

（国庫補助） （国庫補助）

（国庫補助） （国庫補助）

県7.5万円県7.5万円

男性不妊治療 国7.5万円 国7.5万円
県単15万円

初回 ２回目～６回目

特定不妊治療
国15万円 国7.5万円 県単5万円

（額の上乗せ）

県単20万円
（回数の上乗せ）県15万円 県7.5万円

７回目～９回目

■初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が４０～４２歳の場合

（通算３回まで補助）

（県単独）（国庫補助） （国庫補助）

（国庫補助） （国庫補助）

男性不妊治療 国7.5万円 国7.5万円

県7.5万円 県7.5万円

初回 ２回目～３回目

特定不妊治療
国15万円 国7.5万円 県単5万円

（額の上乗せ）県15万円 県7.5万円
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（３）思春期からの健康づくり支援事業 １，５５０千円

中学・高校生に対し、性教育や健康相談などを通して、

思春期から主体的な健康づくりができるよう支援する。

①性に関する指導事業（県教育庁実施）

７２８千円

・産婦人科医師等の派遣による性教育講座の開催

・性教育指導研修会の開催

②ピアカウンセリング等による相談、健康教育の実施

８２２千円

（４）難聴児補聴器購入費助成事業 ９４２千円

身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の聴覚障

害児の補聴器購入及び修繕に要する経費を市町村に補助す

る。

・実 施 主 体 市町村

・対 象 者 軽中度の難聴児

（ ）聴力レベル３０ｄＢ以上７０ｄＢ未満

・補助限度額 ２８７，１５２円

・補 助 率 １／３

（５）女性の健康支援事業 １，０９７千円

①女性健康支援センター事業 ８９８千円

女性特有の健康課題に関する悩みを気軽に相談できる体

制の確保を図る。

・委 託 先 （一社）秋田県助産師会

・相談日時 週３日（月・水・金曜日）

１６：００～２０：００

（１０：００～１６：００は助産師会の事

業として相談を実施）

・相談方法 電話、メール

②女子中高生等に対する女性健康支援センターの周知

１９９千円
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事 業 概 要

健 康 推 進 課

事 業 名 内 容

歯科保健医療推進事業 １ 事業目的

各ライフステージに応じた歯科保健対策を実施し、生涯に

１５，６６９千円 わたって歯と口腔の健康を維持するための支援体制を整備す

る。

７，０１６

３２ ２ 実施主体 県

８，６２１

３ 事業内容

（１）フッ化物洗口推進事業 １７４千円

県内でのフッ化物洗口に係る取組と、う蝕予防効果をリ

ーフレットにまとめ、更なる普及啓発を図る。

（２）８０２０運動推進特別事業 ２，４２３千円

早期からの歯の喪失防止や高齢者の口腔機能の維持・向

上を図るため、一般県民や歯科医療従事者等に対する口腔

ケア等の研修事業を実施する。

、「 」また 秋田県歯と口腔の健康づくりに関する基本計画

の中間評価の基礎資料とするため、障害者・介護施設にお

ける歯科保健の取組状況を調査する。

・各種研修委託先 （一社）秋田県歯科医師会

（３）口腔保健支援センター推進事業 １０，３２２千円

口腔保健支援センター（健康推進課内に設置）や地域振

興局に配置した歯科衛生士等により、市町村や施設、学校

等に対して、各ライフステージに応じた歯科保健指導等を

実施する。

（４）歯科保健医療サービス提供困難者への歯科保健医療推進

事業 ２，７５０千円

障害者や要介護者等、歯科保健医療サービスを受けるこ

とが困難な者の口腔の健康の保持・増進を図るため、施設

入所者に対する歯科検診や疾患予防のための歯科保健指導

等を実施する。

・委託先 （一社）秋田県歯科医師会
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事 業 概 要

が ん 対 策 室

事 業 名 内 容

がん予防推進事業 １ 事業目的

がん予防対策の推進を図るため、受動喫煙防止対策やがん

１８，３５４千円 予防に関する調査研究、がん患者団体の活動支援を行う。

１，７５８ ２ 実施主体 県、がん患者団体等

５，２３７

１１，３５９ ３ 事業内容

（１）たばこによる健康被害対策事業 ２，２７６千円

たばこによる健康被害を防止するため、喫煙率の低下及

び受動喫煙の機会を減少させる取組を推進する。

①喫煙率低下対策

・世界禁煙デーに合わせた街頭キャンペーンやフォーラ

ムの開催

②受動喫煙防止対策

・受動喫煙防止に取り組む事業所等の登録

・飲食店や店舗等における受動喫煙防止環境を表示する

ステッカーの配付

（２）がん登録推進事業 ９，１２９千円

がん登録推進法に基づき、県内のがん患者の情報を収集

する全国がん登録事務を行うほか、がん罹患率等の解析を

行う。

・委託先 （公財）秋田県総合保健事業団

（３）多目的コホート研究事業 ５，２３７千円

喫煙や食生活などの様々な生活習慣と、がんや脳卒中等

の病気との関係を明らかにするための疫学調査を行う。

・委 託 元 国立がん研究センター

・対象地域 横手市（約４６，０００人）

・調査内容 対象者の罹患状況等調査
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（４）がん患者団体活動支援事業 １，１１４千円

患者団体によるがんサロンの開催や公開講座の実施、ピ

アサポート研修などの活動に補助する。

・補助先 秋田県がん患者団体連絡協議会

※ピアサポートとは

同じような環境や悩みを経験した人同士が、対等な立場の

仲間として、お互いの信頼のもとに支援し合うこと。

（５）がん対策推進計画進行管理費 ５９８千円

秋田県がん対策推進計画の推進を図るため、計画の進行

管理を行う。
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事 業 概 要

が ん 対 策 室

事 業 名 内 容

がん検診推進事業 １ 事業目的

がんの早期発見、早期治療を可能にするがん検診の受診率

２７，８６８千円 向上のため、がん検診費用の助成やコール・リコールの推進

など、がん検診受診環境の充実を図る。

１２，７５４

１５，１１４ ２ 実施主体 県、市町村

３ 事業内容

（１）胃がん検診助成事業 ８，６０１千円

全国と比較して特に高い胃がんの死亡率を減少させるた

め、罹患率の上昇する年齢層について、胃がん検診の自己

負担額分の費用を無料化する。

・補 助 対 象 市町村

・受診対象者 ５０、５２、５４、５６、５８歳の県民

・対 象 経 費 受診者の自己負担額分

・補 助 率 １０／１０

（２）検診車等緊急整備促進事業 １３，２６３千円

住民の検診機会の確保と精度の高いがん検診実施体制を

整備するため、老朽化した検診車搭載の機器を更新する。

・更 新 機 器 ①胸部Ｘ線装置管球 １台

②胃部Ｘ線装置管球及びＸ線画像処理

装置 一式

・貸与検診機関 （公財）秋田県総合保健事業団

（３）検診受診環境整備事業 ３１４千円

がん検診受診率向上のため、県民がより受診しやすいよ

うに、効率的かつ効果的な受診環境の整備を図る。

①がん検診体制のあり方検討会の開催

より効率的で安定した検診体制のあり方について協議

を行うため、検診団体、医師会、市町村等による検討会

を開催する。

②精度管理研修会の開催

市町村のがん検診が適切に行われているか評価するた

めの手法や、コール・リコールによる受診勧奨に関する

研修会を開催する。
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（４）がん検診受診率向上推進事業 ５，６９０千円

市町村が実施するがん検診について、罹患率の上昇する

年齢層の検診受診を促すため、コール・リコールによる受

診勧奨と併せて、当該受診者の自己負担額相当分の費用を

軽減する。

・補助対象 市町村

・補 助 率 １／２

対象年齢 補助基準額

大 腸 が ん ５０～５４歳 ５００円

肺 が ん ６０～６４歳 ５００円

子宮頸がん ３０～３４歳 １，５００円

乳 が ん ４０～４４歳 １，５００円
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事 業 概 要

が ん 対 策 室

事 業 名 内 容

がん医療対策推進事業 １ 事業目的

患者やその家族が質の高いがん医療やきめ細かな支援を受

１１５，８４７千円 けることができるよう、医療提供体制の構築を図る。

４５，３５０ ２ 実施主体 県、がん診療連携拠点病院等

２５，１４７

４５，３５０ ３ 事業内容

（１）がん医療従事者育成支援事業 ５，０００千円

［地域医療介護総合確 がん関連分野の認定看護師や専門看護師、放射線治療専

保基金］ 門放射線技師、認定薬剤師等の資格取得を促進するため、

１５，５００ 医療機関の奨学金支給等に要する経費を補助する。

・補助対象 医療機関

［県民の医療の確保に ・補 助 率 １／２

］関する臨時対策基金

９，６４７ （２）がん診療機能等強化事業 ９０，０００千円

県内のがん診療機能等を強化するため、「地域がん診療

連携拠点病院」、「地域がん診療病院」 及び（以上国指定）

「がん診療連携推進病院 に対して、医療従事」（県指定）

者研修、患者等への相談支援、普及啓発等に要する経費を

補助する。

・基準額 １病院当たり ９，０００千円×１０病院

・補助率 １０／１０（国１／２、県１／２）

（３）緩和ケア推進事業 ７００千円

拠点病院等の緩和ケアチーム従事者等を対象とした専門

研修会を開催する。

・委託先 秋田緩和ケア研究会

・内 容 拠点病院の緩和ケア病棟等における実地研修

（４）がん診療体制整備促進事業 １０，５００千円

①がん診療提供体制強化支援事業

拠点病院等の空白医療圏の解消に向け、国の指定基準

を満たすための緩和ケアや相談支援等に係る体制整備に

要する経費を補助する。

・補助対象 北秋田市民病院

・基 準 額 ４，５００千円

・補 助 率 １０／１０
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②がん相談支援・情報提供体制強化支援事業

拠点病院等以外でもがんに関する相談支援や情報提供

ができるように、体制整備に要する経費を補助する。

・補助対象 能代山本医師会病院、本荘第一病院

・基 準 額 ３，０００千円

・補 助 率 １０／１０

（５）がん治療成績改善と均てん化に関する調査研究委託事業

９，６４７千円

拠点病院等の院内がん登録データ等から得られる情報を

解析し、治療成績の改善、診療の均てん化に向けた指導・

助言等を行う。

・委託先 国立大学法人秋田大学

・内 容 ①各拠点病院等に対する院内がん登録の解析

支援

②各拠点病院等の院内がん登録全症例の治療

内容と生存率の関係の究明

③県に対する政策の提言
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事 業 概 要

医 務 薬 事 課

事 業 名 内 容

地方独立行政法人秋田 １ 事業目的

「 」「 」「 」県立病院機構支援事業 県立病院機構が担う 救急医療 高度医療 精神医療

などの政策医療や脳血管研究センターの研究を推進し、県

３,６８３,４６６千円 民への医療サービスの向上を図るため、運営及び脳・循環

、器疾患の医療提供体制の整備に要する経費を交付するほか

２２２,５８６ 増築棟の施設整備に要する経費を補助する。

３,４６０,８８０

２ 事業内容

［地域医療介護総合確 （１）政策医療等に対する交付金 ３,４６０,８８０千円

保基金］ ①脳血管研究センター １,７９３,７３４千円

○脳神経疾患分野 １,３４９,６８９千円

・救急・高度医療に要する経費 677,698千円

・研究部門に要する経費 533,060千円

・病院の建設改良に要する経費等 138,931千円

○循環器疾患分野 ２５７,９９７千円

・救急・高度医療に要する経費 211,675千円

・研究部門に要する経費等 46,322千円

○病棟増築等に要する経費 １８６,０４８千円

・増築に係る借入金の償還金等 155,741千円

・旧成人病医療センターの維持管理費等 30,307千円

②リハビリテーション・精神医療センター

１,６６７,１４６千円

・リハビリテーション医療に要する経費 64,527千円

・精神・高度医療に要する経費 916,469千円

・病院の建設改良に要する経費等 686,150千円

（２）脳血管研究センター施設整備費補助金

２２２,５８６千円

・対 象 経 費 工事請負費、工事監理費

・補助基準額 １,２２８,６３１千円

循環器病床（５０床）
対象経費 ×

（ ）増築棟の急性期病床 ８６床

・補 助 率 県１／２

医療介護総合確保基金の国の交付決定額を上限とする。
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事 業 概 要

医 務 薬 事 課

事 業 名 内 容

医療保健福祉計画推進 １ 事業目的

事業 本県における医療の需給状況や患者の疾病構造の変化に対

応した地域医療を確保するため、平成３０年度から開始され

２７，５６１千円 る次期医療保健福祉計画（以下「医療計画」という ）を策。

定するとともに、地域医療構想の実現に向け、医療機能の分

２７，５６１ 化・連携の推進、在宅医療等の充実を図る。

２ 実施主体 県

３ 事業内容

（１）医療保健福祉計画策定事業 ５，９１７千円

国の指針に基づき、県医療審議会等において、調査、分

析、評価等を行い、医療計画を策定する。

①医療計画策定に向けた検討体制

医療審議会（医療計画部会含む）のほか、主な疾病

や事業ごとの医療連携体制を個別に検討するため、医

療連携体制等検討会を設置する。

②策定スケジュール

平成２９年５月～ 医療連携体制等の検討・審議

平成３０年１月～ パブリックコメントの実施

２月～ 県議会での医療計画案の説明

３月 医療審議会での審議

４月 医療計画施行

（２）地域医療構想策定推進事業 ３，６３４千円

地域医療構想調整会議を開催し、構想実現に向けた方策

その他の必要な協議を行う。

①委員構成：関係団体、病院、市町村、医療保険者等

②開催回数：県内８地域で各３回（専門部会を含む）
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（３） 医療保健福祉計画策定・政策推進アドバイザー業務○新
委託事業 １６，８４０千円

医療計画の策定、関連施策の構想・推進について、専門

的な立場からの各種データの分析や提言等を行うアドバイ

ザー業務を国立大学法人秋田大学に委託する。

【委託業務】

・次期医療計画を含めた医療政策への提言

・地域医療の推進等に向けた秋田大学との連携体制の

構築

・健康長寿日本一に向けた助言

・若手医師等の確保・育成に向けた提言

・医理工関連産業に関する人材育成等に関する助言

（４） 看護職員需給推計策定事業 １，１７０千円○新
看護職員の確保対策の推進に向けた各種施策の基礎資料

とするため、医療計画の策定に併せ、地域・施設偏在等の

課題を踏まえた需給推計を策定する。

①就業状況実態調査 ９００千円

・調査対象施設 ３,１００か所

※ 病院、診療所、介護保険施設等

・調 査 内 容 各施設での看護職員の就業状況・必

要数等

・調査実施期間 平成２９年５月～６月

②看護職員需給推計検討会 ２７０千円

、 、 、・委 員 構 成 県看護協会 県助産師会 県医師会

県病院協会等の関係団体、看護師等

養成機関、行政等

・開 催 回 数 ２回

・検 討 内 容 調査結果の分析・評価

需給推計、今後の課題等
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事 業 概 要

医 務 薬 事 課

事 業 名 内 容

湖東厚生病院運営支援 １ 事業目的

事業 湖東地区の中核的医療機関として地域に必要とされる医療

の安定的な提供体制を維持するため、湖東厚生病院の運営費

６６，２２３千円 に対して関係町村と連携して支援を行う。

６６，２２３ ２ 事業内容

（１）継続分 ５６，４００千円

［県民の医療の確保 ・補助対象 湖東厚生病院の運営費

に関する臨時対策 （再編計画で定められた額：84,600千円）

基金］ ・補 助 率 ２／３（関係町村１／３）

（２）拡充分 ９，８２３千円

・補助対象 再編計画で必要とされる外来診療体制の確保に

要する経費

（非常勤医師の雇用による増加分：31,730千円）

・補 助 率 ２／３（関係町村１／３）

ただし、町村補助分と合わせて前年度収支の赤字額（平成

２８年度見込み14,735千円）を超えない額

【参考】

標榜診療科１３科のうち、再編計画で常勤医師としていた

消化器内科、循環器内科及び泌尿器科について非常勤医師で

対応。

（単位：人、千円）

区 分 非常勤 常 勤 計

再 編 医師数 3 8 11

計 画 給 与 48,770 131,200 179,970

Ｈ２８ 医師数 6 7 13

見 込 給 与 95,000 116,700 211,700

医師数 3 ▲1 2
増 減

給 与 46,230 ▲14,500 31,730

※非常勤医師数については、常勤換算している。
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事 業 概 要

医 務 薬 事 課

事 業 名 内 容

献血運動推進全国大 １ 事業目的

会開催事業 血液製剤を献血によって安定的に確保するため 「愛の、

献血助け合い運動」月間（７月）の一環として、広く献血

３５，２０７千円 に関する理解と協力を求めることを目的に開催する。

６，０００ ２ 実施主体

２９，２０７ 厚生労働省、日本赤十字社、秋田県

３ 大会概要

（１）開催時期 平成２９年７月

（２）開催会場 県立武道館

（３）参 加 者 献血功労者、各都道府県及び県内市町村の

献血事業関係者、学生等（１，５００名）

（４）内 容 第一部 式典：献血功労者・団体の表彰等

第二部 アトラクション：吹奏楽・合唱等

４ 事業内容

（１）大会運営費 ３３，５４８千円

①運営委託費 ２８，１７２千円

※債務負担行為設定済

②出演者等輸送費 ５，３７６千円

（２）事務費 １，６５９千円
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事 業 概 要

医 師 確 保 対 策 室

事 業 名 内 容

医師地域循環型キャ １ 事業目的

リア形成支援システ 医師不足・偏在改善計画に基づき、医師が大学と県内病院を

ム推進事業 循環しながらキャリア形成できる体制を構築することにより、

医師の県内定着を図る。

４５７,６４２千円

２ 事業内容

１６３,３３６ （１）地域医療従事者医師修学資金等貸与事業

５１,０６０ ３７３,４３４千円

２４３,２４６ 県内の公的医療機関等に医師として勤務しようとする医学

、 、 。生 大学院生及び研修医に対し 修学・研修資金を貸与する

[県民の医療の確保 区 分 貸与月額 新 規 継 続

に関する臨時対策 地 域 枠 100･150千円 24人 110人

基金] 医学 生 市町村振興枠 100･150千円 10人 17人

１１１,４０４ 元 気 枠 200千円 10人 12人

大学院生 300千円 3人 3人

[地域医療介護総合 研 修 医 200千円 5人 0人

確保基金] 合 計 52人 142人

５１,９３２ ※地域枠、市町村振興枠の貸与月額は自宅通学者が100千円、

自宅外通学者が150千円

（２）あきた医師総合支援センター運営事業 ５１,２０８千円

修学資金貸与医師等の若手医師が大学と地域の病院等を交

互に勤務しながら医師としての研鑽を積むシステム（地域循

環型キャリア形成支援システム）を推進するとともに、医療

に関する最新の知識・技術を習得する研修等を実施する。

〔センターの概要〕

①運営体制 県と秋田大学が共同で運営

②事業内容

【大学 ・地域循環型キャリア形成支援システムの推進】

・最新の知識や技術に関する研修等の実施

・男女共同参画の推進、女性医師の支援 等

【 県 ・自治医科大卒業医師のキャリア支援】

・ドクターバンクによる医師の紹介

・修学資金貸与医師の配置調整 等
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（３）総合地域医療推進学講座設置事業 ３３,０００千円

秋田大学に設置した寄附講座において、地域医療を担う医

師の養成と医師不足や地域偏在の解消に向けた研究を行う。

①設 置 期 間 平成２５～２９年度（５年間）

（債務負担行為設定済）

②教 員 ３人

③研究テーマ

・卒前、卒後を通じた地域医療を担う医師養成のための

プログラムの開発と実践

・医師不足、地域偏在に関する研究

・医療における男女共同参画に関する研究

【参考】

（H29年1月現在）

医　学　生

県内
地域枠

全国
地域枠

一般枠
市町村
振興枠

ふるさと
元気枠

小計

貸与期間中 104 22 0 17 16 159 4 0 163

新　規 20 4 10 2 36 2 0 38

継　続 84 18 7 14 123 2 0 125

返還猶予中 0 0 2 0 2 4 6 1 11

義務履行中 51 8 11 4 11 85 3 3 91

16 5 0 3 3 27 0 27

16 1 0 1 2 20 0 20

勤　務 19 2 11 0 6 38 3 3 44

(2) (1) (1) (0) (1) (5) (3) (3) (11)

義務終了 0 0 26 7 0 33 15 10 58

返　還 2 0 3 2 0 7 0 2 9

157 30 42 30 29 288 28 16 332

修学資金貸与の状況

計

大学
院生

研修医 計

初期研修１年目

初期研修２年目

（うち知事指定）
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事 業 概 要

医 師 確 保 対 策 室

事 業 名 内 容

地域医療従事医師確 １ 事業目的

保対策事業 医師不足・偏在改善計画に基づき、地域医療に従事する医師

の確保と県内定着を図る。

１７８,０７７千円

２ 事業内容

１７８,０６３ （１）循環型医療教育システム学講座設置事業

１４ ９８,０００千円

秋田大学に設置した寄附講座において、地域の中核的な病

[県民の医療の確保 院への診療応援を行うとともに、若手医師の受入体制の強化

に関する臨時対策 を図る。

基金] ①名 称 循環型医療教育システム学講座

１２６,０６３ ②設 置 期 間 平成２６～３０年度（５年間）

（債務負担行為設定済）

[地域医療介護総合 ③教 員 等 １０人以上

確保基金] ④内 容 ・地域の中核的な病院（医師不足診療科）

５２,０００ への診療応援

・地域の中核的な病院における指導医の養

成と若手医師の指導

（２）鹿角地域医療推進学講座設置事業 ２０,０００千円

岩手医科大学に設置した寄附講座において、鹿角地域の医

療の確保に向けた実践的な研究を行う。

①名 称 鹿角地域医療推進学講座

②設 置 期 間 平成２７～３１年度（５年間）

（債務負担行為設定済）

③教 員 ２人

④研究テーマ ・鹿角地域における医療連携のあり方に関

する実践的研究

⑤鹿角市及び小坂町の寄附金 １０,０００千円
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（３）産科医等医療体制特別対策事業 ３２,０００千円

産科医等の処遇改善を図るため、分娩手当を支給する医療

機関に対し助成を行う。

①基準額 １０，０００円／件

②補助率 ２／３

（４）医師・医療情報発信強化事業 ８,０７７千円

医学生や若手・中堅医師の県内病院での臨床研修や勤務を

促進するため、秋田の医療情報の発信を強化するとともに、

県外の医師等に対する個別訪問活動を行う。

①ホームぺージ等による秋田の医療情報の発信

４３０千円

②県出身医師等個別訪問活動 ５,２８３千円

③事業推進費 ２,３６４千円

（５）大館・北秋田地域医療推進学講座設置支援事業

２０,０００千円

大館・北秋田地域の医療の充実を図るため、弘前大学に寄

附講座を設置する大館市に対し助成を行う。

①補助対象 大館市

②対象経費 弘前大学への寄附講座設置経費

③補 助 率 ２／３

【参考】寄附講座の概要

・設 置 者 大館市

・設 置 期 間 平成２５年１０月～３０年３月

・寄附金総額 １４０，０００千円（５年間）

平成２９年度分 ３０，０００千円

市：１０，０００千円

県：２０，０００千円

・研究テーマ ・地域の医療診療ネットワークの構築

・大学と地域の病院との循環による地域

医療を担う人材の育成

・地域医療における重要な疾患の予防・

診断・治療

・教 員 ４人
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事 業 概 要

医 師 確 保 対 策 室

事 業 名 内 容

総合診療・家庭医養 １ 事業目的

「 」成事業 複数の疾患を横断的に診断・治療できる 総合診療・家庭医

を増やしていくため、県内の医療機関が策定している専門研修

９,９９７千円 プログラムの質と魅力の向上を図るとともに、研修医の確保に

向けた共同の取組を推進する。

９,９９７

２ 事業内容

[県民の医療の確保 ①委 託 先 秋田県厚生農業協同組合連合会

に関する臨時対策 ②委託内容

基金] ・外部講師招聘による各プログラム合同の研修会の開催

・指導医のスキルアップ研修会の開催

・各プログラムが連携した研修医募集活動の実施

・総合診療・家庭医への意識付け・誘導を図るシンポジウ

ムの開催

※これまでは、本県唯一のプログラムとして、秋田厚生医療

センターを基幹施設とするプログラムの運営を委託してき

たが、秋田大学病院や中通総合病院でもプログラムを策定

するなど拡がりが出てきたことから、県全体で、効率的・

効果的に総合診療・家庭医の養成を図っていくように、事

業を見直したもの

【参考】県内の総合診療・家庭医養成プログラムの状況

・秋田県総合診療・家庭医養成プログラム

（基幹施設：秋田厚生医療センター）

・秋田大学アカデミック家庭医療・総合診療医育成プログ

ラム

（基幹施設：秋田大学医学部附属病院）

・中通総合診療・家庭医養成プログラム

（基幹施設：中通総合病院）

※市立大森病院を基幹施設とするプログラムも策定中
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秋田県国民健康保険運営協議会条例案の概要

長 寿 社 会 課

１ 制定理由

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する

法律（平成２７年法律第３１号）の施行により、国民健康保険事業の運営に関す

る事項を審議させるため、秋田県国民健康保険運営協議会を設置する必要があ

る。

２ 内容

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す（１）

る法律附則第９条の規定に基づき、同法第４条の規定による改正後の国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１条第１項に規定する国民健康保険

事業の運営に関する事項を審議させるため、秋田県国民健康保険運営協議会を

置くこととする。（第１条関係）

秋田県国民健康保険運営協議会の組織、委員の任期、会長、会議等について（２）

定めることとする。（第２条～第５条関係）

３ 施行期日等

この条例は、平成２９年４月１日から施行することとする。（１）

この条例は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失うこととする。（２）

特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（昭和３１（３）

年秋田県条例第３５号）について所要の規定の整備を行うこととする。
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秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例案の概要

子 育 て 支 援 課

１ 改正理由

児童福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第６３号）による児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う

必要がある。

２ 改正内容

引用している児童福祉施設の名称に関し所要の規定の整理を行うこととする。

（目次、第１１章の章名及び第４２条～第４４条関係）

３ 施行期日

この条例は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日（平成２９年４月

１日）から施行することとする。

53



か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
児
童
心
理
治
療
施
設

の
長
の
資
格
要
件
）

（
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
の
長
の
資
格
要
件
）

第
四
十
四
条

児
童
心
理
治
療
施
設

の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

第
四
十
四
条

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
か
つ
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
が
行
う
児
童
心
理
治
療

に
該
当
し
、
か
つ
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
者
が
行
う
情
緒
障
害
児
短

施
設

の
運
営
に
関
し
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
を
受

期
治
療
施
設
の
運
営
に
関
し
必
要
な
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
を
受

け
た
者
で
あ
っ
て
、
人
格
が
高
潔
で
識
見
が
高
く
、
児
童
心
理
治
療
施
設

け
た
者
で
あ
っ
て
、
人
格
が
高
潔
で
識
見
が
高
く
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療

を
適
切
に
運
営
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

施
設
を
適
切
に
運
営
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

略

一
・
二

略

三

児
童
心
理
治
療
施
設

の
職
員
と
し
て
三
年
以
上
勤
務
し
た
者

三

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
の
職
員
と
し
て
三
年
以
上
勤
務
し
た
者

四

略

四

略

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
心
理
治
療
施
設

の
長
の
資
格

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
の
長
の
資
格

要
件
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

要
件
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

54



秋
田
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
新
旧
対
照
表

新

旧

目
次

目
次

第
一
章
～
第
十
章

略

第
一
章
～
第
十
章

略

第
十
一
章

児
童
心
理
治
療
施
設

（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
四
条
）

第
十
一
章

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
四
条
）

第
十
二
章
～
第
十
四
章

略

第
十
二
章
～
第
十
四
章

略

附
則

附
則

第
十
一
章

児
童
心
理
治
療
施
設

第
十
一
章

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
四
十
二
条

児
童
心
理
治
療
施
設

の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

第
四
十
二
条

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一

略

一

略

二

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
児
童
心
理
治
療
施
設

二

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
情
緒
障
害
児
短
期
治
療

の
設
備
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
。

施
設
の
設
備
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
三
条

児
童
心
理
治
療
施
設

に
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

第
四
十
三
条

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
に
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
児
童
心
理
治
療
施
設

の
長
、
医
師
、
心
理
療
法
担
当
職
員
、

よ
り
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
の
長
、
医
師
、
心
理
療
法
担
当
職
員
、

児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
看
護
師
、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談

児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
看
護
師
、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談

員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業

員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業

務
の
全
部
を
委
託
す
る
児
童
心
理
治
療
施
設

に
あ
っ
て
は
、
調
理
員

務
の
全
部
を
委
託
す
る
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

略

２
・
３

略

４

第
一
項
の
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
は
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健

４

第
一
項
の
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
は
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健

福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
、
児
童
心
理
治
療
施
設

に
お
い
て
児
童

福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
に
お
い
て
児
童

の
指
導
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
又
は
法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ

の
指
導
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者
又
は
法
第
十
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
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秋田県健康増進交流センター条例の一部を改正する条例案の概要

健 康 推 進 課

１ 改正理由

秋田県健康増進交流センターの利用の促進を図るため当該施設の会議室及び大

広間を宿泊のために使用させるとともに、これらを宿泊のために使用する者から

使用料を徴収する必要がある。

２ 改正内容

秋田県健康増進交流センターの大広間を使用しようとする者は、宿泊以外の

目的のために使用する場合を除き、知事の許可を受けなければならないことと

する。（第２条関係）

会議室を宿泊のために使用する場合の使用料の額は、大広間を宿泊のために

使用する場合の使用料の額とする。（別表第１関係）

大広間を宿泊のために使用しようとする者から徴収する使用料の額を次のと

おり定めることとする。（別表第１関係）

区分（１人１泊につき） 使用料の額

小学校児童及び中学校生徒 ２，５００円

一般 ３，７００円

その他所要の規定の整備を行うこととする。

３ 施行期日

この条例は、平成２９年４月１日から施行することとする。
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秋田県がん対策推進条例の一部を改正する条例案の概要

が ん 対 策 室

１ 改正理由

がん対策基本法の一部を改正する法律（平成２８年法律第１０７号）の施行に

伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。

２ 改正内容

引用しているがん対策基本法（平成１８年法律第９８号）の条項を改めること

とする。（第１条及び附則第２項関係）

３ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとする。
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地方独立行政法人秋田県立病院機構の中期計画の変更について

医 務 薬 事 課

１ 変更理由

県立脳血管研究センターにおいて、脳・循環器疾患に係る包括的な医療提供体制の整

備に向けて新棟増築等を進めるに当たり、平成26年４月１日から５か年の計画として策

定されている中期計画を地方独立行政法人法第26条第１項の規定により変更する。

２ 変更の経緯

県が中期目標で指示した脳・循環器疾患の包括的な医療提供体制の整備に関し、病院

、 。機構は平成27年３月に中期計画を変更し 平成30年度までに体制を整備することとした

その後、病院機構は旧成人病医療センターの医療資源を活用した診療を行いながら、

平成31年度からの本格的な診療開始に向けて新棟増築の設計を進めてきており、今回、

実施設計を踏まえた施設等の整備計画、収支計画等を中期計画に反映することとした。

３ 変更内容

（１）施設及び設備の整備に関する計画

① 新棟増築の実施設計を踏まえ、施設、医療機器等整備の予定額を変更する。

変更前 変更後

施設、医療機器等整備の予定額 8,030百万円 12,624百万円

② 計画期間中において、脳研センターの新棟増築の設計・建築工事等及び既存棟の

設備改修工事に係る設計を行うことを明記する。

（２）予算、収支計画及び資金計画関連

、 。（ ）① 施設及び設備に関する計画の変更等に伴い 収支計画等を変更する 別表参照

② 新棟増築に伴う支払消費税等により、計画期間内の経常収支比率は100％を下回

、 。る見込みとなり 業務運営の改善・効率化により赤字幅の圧縮に努めることとする

（３）収入の確保に係る目標値（脳研センター）

旧成人病医療センターの医療資源（循環器部門）を活用した平成27年度以降の暫

定運用の実績に基づき目標値を変更する。

平成24年度 平成30年度目標 （参 考）

実 績 変更前 変更後 27年度実績

病床利用率 72.6％ 84.3％ 76.6％ 72.6％

材料費の対医業収益比率 30.4％ 36.3％ 26.7％ 28.4％
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（４）ジェネリック医薬品の目標値

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の採用率を国が用いる新指標に改める。

平成30年度目標

変更前（旧指標） 変更後（新指標）

脳研センター 品目ベース 12.0％ 数量ベース 28.0％

金額ベース 4.0％

リハセン 品目ベース 20.0％ 数量ベース 70.0％

金額ベース 13.9％

※ 旧指標：後発医薬品／全医薬品

新指標：後発医薬品／（後発医薬品のある先発医薬品＋後発医薬品）

別 表

第２期における収支計画の見通し（法人全体）

※ 根拠法令

○ 地方独立行政法人は、設立団体である県が策定した中期目標を達成するための中期

計画の作成・変更をするときは設立団体の長の認可を受けなければならない （地方。

独立行政法人法第26条第１項）

○ 公営企業型地方独立行政法人の中期計画の認可に当たっては、あらかじめ議会の議

決を経なければならない （同法第83条第3項）。

単位：百万円

変更前
①

変更後
②

増減
②－①

営業収益 52,413 49,889 △ 2,524
うち医業収益 35,715 32,961 △ 2,754

営業外収益 886 921 35
営業費用 50,754 48,742 △ 2,012

医療費用のうち給与費 26,874 26,775 △ 99
医療費用のうち材料費 10,421 8,478 △ 1,943
医療費用のうち減価償却費 4,132 4,255 123

営業外費用 3,115 3,350 235

営業損益 1,659 1,147 △ 512

経常損益 △ 570 △ 1,282 △ 712

経常収支比率（％） 98.9% 97.5%

臨時損益 △ 225 △ 84 141

純利益 △ 795 △ 1,366 △ 571
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地方独立行政法人秋田県立病院機構中期計画（26年度～30年度）の変更（案） 

中 期 目 標 中 期 計 画【変更前】 中 期 計 画【変更後】

第３ 業務運営の改善及び効率化に

関する事項

病院機構は、中期目標の達成に

向けて、地方独立行政法人制度の

特長を生かし、自己決定・自己責

任のシステムにより業務運営の改

善及び効率化に努めること。 

１～２ 略 

３ 収入の確保、費用の節減

安定的な経営基盤を確立する

ため、病床利用率の向上、制度

改正への適切な対応による収入

の確保に努めるとともに、費用

対効果の考え方に基づき、創意

工夫しながら費用の節減に努め

ること。 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

  １～２ 略 

  ３ 収入の確保、費用の節減 

   (1) 収入の確保 

      ① 病病・病診・医療と介護の連携の強化や病床管理の弾力化等により新規入院患者

を確保し、病床利用率の向上を図る。 

② 診療報酬改定に対応しつつ、患者動向や病床利用の実態に合わせ、施設基準や診

療報酬加算等の取得に関する検討を適時かつ適切に実施する。 

③ 未収金発生を未然に防止するための対策を講じるとともに、すでに発生している

未収金については早期回収の取組を強化する。 

       ・入院新規患者数の目標 

 平成 24 年度実績 平成 30 年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         1,257 人 2,445 人 

リ ハ セ ン         1,002 人 1,285 人 

       ・外来新規患者数の目標 

 平成 24 年度実績 平成 30 年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         4,911 人 10,377 人 

リ ハ セ ン           455 人   554 人 

       ・病床利用率の目標 

 平成 24 年度実績 平成 30 年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         72.6 パーセント 84.3 パーセント 

リ ハ セ ン         83.2 パーセント 88.0 パーセント 

      ・脳ドック件数の目標 

 平成 24 年度実績 平成 30 年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         1,138 件 1,758 件 

  (2) 費用の節減 

① 費用対効果の観点に基づく業務執行を推進するため、予算執行の管理・審査体制

を強化する。 

② 委託等業務内容の精査を行うとともに、多様な契約手法の活用や競争原理の徹底

を図る。 

③ 医薬品・診療材料の在庫管理を徹底するほか、医薬品の後発医薬品への切替え等

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

  １～２ 略 

  ３ 収入の確保、費用の節減 

   (1) 収入の確保 

      ① 病病・病診・医療と介護の連携の強化や病床管理の弾力化等により新規入院患者

を確保し、病床利用率の向上を図る。 

② 診療報酬改定に対応しつつ、患者動向や病床利用の実態に合わせ、施設基準や診

療報酬加算等の取得に関する検討を適時かつ適切に実施する。 

③ 未収金発生を未然に防止するための対策を講じるとともに、すでに発生している

未収金については早期回収の取組を強化する。 

       ・入院新規患者数の目標 

 平成 24年度実績 平成 30年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         1,257 人 2,445 人 

リ ハ セ ン         1,002 人 1,285 人 

       ・外来新規患者数の目標 

 平成 24 年度実績 平成 30年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         4,911 人 10,377 人 

リ ハ セ ン           455 人   554 人 

       ・病床利用率の目標 

 平成 24 年度実績 平成 30年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         72.6 パーセント 76.6パーセント 

リ ハ セ ン         83.2 パーセント 88.0パーセント 

      ・脳ドック件数の目標 

 平成 24 年度実績 平成 30年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         1,138 件 1,758 件 

  (2) 費用の節減 

① 費用対効果の観点に基づく業務執行を推進するため、予算執行の管理・審査体制

を強化する。 

② 委託等業務内容の精査を行うとともに、多様な契約手法の活用や競争原理の徹底

を図る。 

③ 医薬品・診療材料の在庫管理を徹底するほか、医薬品の後発医薬品への切替え等
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第４ 財務内容の改善に関する事項

さらなる経営改革を進めるこ

とにより、中期目標期間内に経

常収支比率を１００パーセント

以上とし、運営費交付金の抑制

に資すること。 

を進める。 

④ 消耗品、光熱水費、燃料、修繕等の経費については、物品の使用量や光熱水量等

の抑制につながる省エネルギー対策等の推進や職員へのコスト意識の徹底を図る。 

     ・材料費の対医業収益比率の目標 

 平成 24 年度実績 平成 30 年度目標 

脳研センター 30.4 パーセント 36.3 パーセント 

リ ハ セ ン 17.4 パーセント 15.1 パーセント 

       ・ジェネリック医薬品導入率の目標 

  平成 24 年度実績 平成 30 年度目標 

脳研センター 
品 目 ベ ー ス 4.0パーセント 12.0 パーセント 

金 額 ベ ー ス 1.0パーセント  4.0 パーセント 

リ ハ セ ン
品 目 ベ ー ス 6.2パーセント 20.0 パーセント 

金 額 ベ ー ス 4.3パーセント 13.9 パーセント 

・電気、ガス、重油使用量の目標 

  平成 24年度実績 平成 30年度目標 

脳研センター 

電気使用量 4,136,995 キロワット時 4,855,809 キロワット時

ガス使用量   423,583 立方メートル   402,821 立方メートル 

重油使用量 － 120,000 リットル 

リ ハ セ ン
電気使用量 3,316,190 キロワット時 3,150,381 キロワット時 

重油使用量 952,000 リットル   904,400 リットル   

（注）ガス使用量の平成 24 年度実績は平成 24 年６月から平成 25 年５月までの実績であ

る。

第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」を着実

に実行することにより、中期計画期間内に経常収支比率 100パーセント以上を達成する。 

  （注）１ 予    算 病院機構の業務運営上の予算を、現金主義に基づき作成するもので、 

県の予算会計に該当するもの

       ２ 収 支 計 画 病院機構の業務の収支計画を、発生主義に基づき明らかにし、純利

益又は純損失という形で表すもの

       ３ 資 金 計 画 病院機構の業務運営上の資金収入・資金支出を、活動区分別（業務・

投資・財務）に表すもの 

を進める。 

④ 消耗品、光熱水費、燃料、修繕等の経費については、物品の使用量や光熱水量等

の抑制につながる省エネルギー対策等の推進や職員へのコスト意識の徹底を図る。 

     ・材料費の対医業収益比率の目標 

 平成 24 年度実績 平成 30 年度目標 

脳研センター 30.4 パーセント 26.7 パーセント 

リ ハ セ ン 17.4 パーセント 15.1 パーセント 

       ・ジェネリック医薬品採用率（数量ベース）の目標       

 平成 24年度実績 平成 30 年度目標 

脳研センター － 28.0 パーセント 

リ ハ セ ン － 70.0 パーセント 

 ・電気、ガス、重油使用量の目標 

  平成 24年度実績 平成 30年度目標 

脳研センター

電気使用量 4,136,995 キロワット時 4,855,809 キロワット時 

ガス使用量   423,583 立方メートル   409,610 立方メートル 

重油使用量 － 120,000 リットル 

リ ハ セ ン
電気使用量 3,316,190 キロワット時 3,150,381 キロワット時 

重油使用量 952,000 リットル   904,400 リットル   

（注）ガス使用量の平成 24 年度実績は平成 24 年６月から平成 25 年５月までの実績であ

る。 

第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

脳研センターにおける脳・循環器疾患の包括的な医療提供施設整備にかかる支払い消費税

等の影響により、中期計画期間内の累計で経常収支比率は 100 パーセントを下回ることが見

込まれるが、「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措

置」を着実に実行し、赤字幅の圧縮に努める。 

   （注）１ 予    算 病院機構の業務運営上の予算を、現金主義に基づき作成するもので、 

県の予算会計に該当するもの

       ２ 収 支 計 画 病院機構の業務の収支計画を、発生主義に基づき明らかにし、純利

益又は純損失という形で表すもの

       ３ 資 金 計 画 病院機構の業務運営上の資金収入・資金支出を、活動区分別（業務・

投資・財務）に表すもの 
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     ４ 経常収支比率 収支計画に係る経営指標で、収入の部の合計金額を支出の部の合計

金額で除して得たもの 

１ 予算（平成 26年度～平成 30年度） 

                                                      （百万円） 

区       分 金    額 

 収 入 

   営業収益 

     医業収益 

     運営費交付金 

   その他営業収益 

  営業外収益 

     運営費交付金 

     その他営業外収益 

   資本収入 

     運営費交付金 

     長期借入金 

    その他資本収入 

   計 

49,657 

35,750 

13,398 

509 

895 

631 

264 

 9,808 

2,802 

7,006 

0 

60,360 

 支 出 

   営業費用 

     医業費用 

       給与費 

       材料費 

       経費 

       研究研修費 

     一般管理費 

   基金等事業費  

   営業外費用 

   資本支出 

     建設改良費 

     償還金 

   その他資本支出 

  計 

47,940 

47,197 

26,368 

11,248 

8,580 

1,001 

740 

3 

976 

12,448 

7,923 

4,525 

0 

61,364 

 【消費税等の取扱い】 

      上記の数値は消費税及び地方消費税込みの金額を記載している。 

 【人件費の見積り】 

期間中総額 26,942 百万円を支出する。なお、当該金額は、役員報酬、職員基本給、職

員諸手当及び法定福利費等の額に相当するものである。 

  【運営費交付金等】 

    １ 運営費交付金は運営費負担金を含む。 

２ 建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費交付金等については、

経常費助成のための運営費交付金等とする。 

  【脳血管医学振興基金事業に係る寄附金の使途等】 

     ４ 経常収支比率 収支計画に係る経営指標で、収入の部の合計金額を支出の部の合計

金額で除して得たもの 

１ 予算（平成 26年度～平成 30 年度） 

                                                      （百万円） 

区       分 金    額 

 収 入 

   営業収益 

     医業収益 

     運営費交付金 

   その他営業収益 

  営業外収益 

     運営費交付金 

     その他営業外収益 

   資本収入 

     運営費交付金 

     長期借入金 

    その他資本収入 

   計 

46,926 

32,996 

13,578 

352 

930 

655 

275 

 14,563 

3,247 

11,093 

223 

62,419 

 支 出 

   営業費用 

     医業費用 

       給与費 

       材料費 

       経費 

       研究研修費 

     一般管理費 

   基金等事業費  

   営業外費用 

   資本支出 

     建設改良費 

     償還金 

   その他資本支出 

  計 

45,510 

44,767 

26,111 

 9,147 

8,656 

  853 

740 

3 

1,025 

17,156 

12,261 

4,895 

0 

63,691 

 【消費税等の取扱い】 

      上記の数値は消費税及び地方消費税込みの金額を記載している。 

 【人件費の見積り】 

期間中総額 26,685 百万円を支出する。なお、当該金額は、役員報酬、職員基本給、職

員諸手当及び法定福利費等の額に相当するものである。 

  【運営費交付金等】 

    １ 運営費交付金は運営費負担金を含む。 

２ 建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費交付金等については、

経常費助成のための運営費交付金等とする。 

  【脳血管医学振興基金事業に係る寄附金の使途等】 
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脳血管医学振興基金の事業に充てるものとして受領する寄附金（当該基金の運用によ

って生じた運用益を含む。）については、基金等事業費の脳血管医学振興基金事業費とし

て支出し、各年度の支出金額は年度計画において定める。 

 ２ 収支計画（平成 26年度～平成 30年度） 

                                                      （百万円） 

区       分 金    額 

 収入の部 

   営業収益 

     医業収益 

     運営費交付金収益 

     資産見返負債戻入 

     その他営業収益 

   営業外収益 

     運営費交付金収益 

     その他営業外収益 

 臨時利益 

           53,299 

            52,413 

            35,715 

            14,553 

             1,713 

              432 

               886 

               630 

               256 

44 

 支出の部 

   営業費用 

     医業費用 

       給与費 

       材料費 

       経費 

       減価償却費 

       研究研修費 

     一般管理費 

   基金等事業費 

   営業外費用 

 臨時損失 

            53,869 

            50,754 

            50,059 

            26,874 

            10,421 

             7,705 

             4,132 

               927 

               693 

                 2 

             3,115 

269 

 純利益 ▲ 795

  【消費税等の取扱い】 

      １ 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 

   ２ 控除対象外消費税等負担額及び資産に係る控除対象外消費税等負担額は営業外費 

用に含まれている。 

  【運営費交付金】 

      運営費交付金収益は運営費負担金収益を含む。 

脳血管医学振興基金の事業に充てるものとして受領する寄附金（当該基金の運用によ

って生じた運用益を含む。）については、基金等事業費の脳血管医学振興基金事業費とし

て支出し、各年度の支出金額は年度計画において定める。 

 ２ 収支計画（平成 26年度～平成 30年度） 

                                                      （百万円） 

区       分 金    額 

 収入の部 

   営業収益 

     医業収益 

     運営費交付金収益 

     資産見返負債戻入 

     その他営業収益 

   営業外収益 

     運営費交付金収益 

     その他営業外収益 

 臨時利益 

           50,810 

            49,889 

            32,961 

            14,745 

             1,877 

              306 

               921 

               655 

               266 

205 

 支出の部 

   営業費用 

    医業費用 

      給与費 

      材料費 

      経費 

      減価償却費 

      研究研修費 

    一般管理費 

   基金等事業費 

  営業外費用 

 臨時損失 

            52,092 

     48,742 

            48,047 

            26,775 

             8,478 

             7,746 

             4,255 

               793 

               693 

                 2 

             3,350 

289 

 純利益 ▲ 1,366

  【消費税等の取扱い】 

      １ 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 

   ２ 控除対象外消費税等負担額及び資産に係る控除対象外消費税等負担額は営業外費 

用に含まれている。 

  【運営費交付金】 

      運営費交付金収益は運営費負担金収益を含む。 

6
3



  ３ 資金計画（平成 26年度～平成 30年度）                          

                                                             （百万円） 

区       分 金    額 

 資金収入 

    業務活動による収入 

      診療業務による収入 

      運営費交付金による収入 

      その他の業務活動による収入 

    投資活動による収入 

   有価証券の償還による収入 

      運営費交付金による収入 

      その他の投資活動による収入 

    財務活動による収入 

   運営費交付金による収入 

      長期借入金による収入 

  前期中期目標期間からの繰越金 

          64,010 

             50,552 

             35,750 

             14,029 

                 773 

               3,297 

               3,200 

                  97 

                   0 

               9,711 

               2,705 

               7,006 

                 450 

 資金支出 

   業務活動による支出 

     給与費支出 

     材料費支出 

     その他の業務活動による支出 

   投資活動による支出 

   有価証券の取得による支出 

     有形固定資産の取得による支出 

     その他の投資活動による支出 

   財務活動による支出 

     長期借入金の返済による支出 

     移行前地方債償還債務の償還による支出 

     その他の財務活動による支出 

 次期中期目標期間への繰越金 

              62,904 

            48,916 

              26,942 

               11,248 

               10,726 

               9,463 

               1,540 

               7,678 

                 245 

               4,525 

               1,696 

               2,750 

                  79 

               1,106 

  【消費税等の取扱い】 

      上記の数値は消費税及び地方消費税込みの金額を記載している。 

 【運営費交付金】 

      運営費交付金による収入は運営費負担金による収入を含む。 

  【繰越金】 

前期中期目標期間からの繰越金及び次期中期目標期間への繰越金には、当期開始前に

運用を開始し、当期中に未償還の有価証券を含まない。 

  ３ 資金計画（平成 26年度～平成 30年度）                          

                                                             （百万円） 

区       分 金    額 

 資金収入 

    業務活動による収入 

      診療業務による収入 

      運営費交付金による収入 

      その他の業務活動による収入 

    投資活動による収入 

   有価証券の償還による収入 

      運営費交付金による収入 

      その他の投資活動による収入 

    財務活動による収入 

   運営費交付金による収入 

      長期借入金による収入 

  前期中期目標期間からの繰越金 

           66,069 

             47,856 

             32,996 

             14,233 

                 627 

               3,579 

               3,200 

                  156 

                  223 

               14,184 

               3,091 

               11,093 

                 450 

 資金支出 

   業務活動による支出 

     給与費支出 

     材料費支出 

     その他の業務活動による支出 

   投資活動による支出 

   有価証券の取得による支出 

     有形固定資産の取得による支出 

     その他の投資活動による支出 

   財務活動による支出 

     長期借入金の返済による支出 

     移行前地方債償還債務の償還による支出 

     その他の財務活動による支出 

 次期中期目標期間への繰越金 

              65,231 

            46,535 

              26,685 

                9,147 

               10,703 

               13,801 

               1,540 

               12,016 

                 245 

               4,895 

               2,040 

               2,750 

                  105 

                 838 

  【消費税等の取扱い】 

      上記の数値は消費税及び地方消費税込みの金額を記載している。 

 【運営費交付金】 

      運営費交付金による収入は運営費負担金による収入を含む。 

  【繰越金】 

前期中期目標期間からの繰越金及び次期中期目標期間への繰越金には、当期開始前に

運用を開始し、当期中に未償還の有価証券を含まない。 
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第５ その他業務運営に関する重要

事項

県立病院として、県民に安心

で良質な医療を継続的に提供で

きるよう、次の事項を実施する

こと。 

１ 施設及び設備の整備に関する

事項

施設及び設備整備については、

費用対効果、県民の医療需要、 

医療技術の進展などを総合的に

勘案し、計画的に実施すること。

２～４ 略

第９ その他業務運営に関する重要事項 

  １ 施設及び設備の整備に関する計画（平成 26年度～平成 30年度） 

高度専門医療の充実のため、施設及び高度医療機器の整備計画を策定し、計画的に整

備を行う。なお、医療機器の整備に当たっては、これまで導入した機器等の費用対効果

を検証するなど効率的な運用に努める。 

施設・設備の内容 予 定 額 財   源 

施設、医療機器等整備 8,030 百万円 長期借入金等 

２～５ 略 

第９ その他業務運営に関する重要事項 

  １ 施設及び設備の整備に関する計画（平成 26年度～平成 30年度） 

高度専門医療の充実のため、施設及び高度医療機器の整備計画を策定し、計画的に整

備を行う。なお、医療機器の整備に当たっては、これまで導入した機器等の費用対効果

を検証するなど効率的な運用に努める。 

特に、計画期間中においては、脳研センターについて、新棟増築の設計、建築工事等

を行うとともに、既存棟の設備改修工事に係る設計を行う。 

施設・設備の内容 予 定 額 財   源 

施設、医療機器等整備 
 12,624  百万円 

うち脳研センター新棟増築

及び既存棟改修関係 

 10,070  百万円 

長期借入金等 

２～５ 略 
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地方独立行政法人秋田県立病院機構 中期計画（案）

  地方独立行政法人秋田県立病院機構（以下「病院機構」という。）は、第１期中期目標期間

（平成21年４月１日から平成26年３月31日まで）では、地方独立行政法人化のメリットを生かし 

た迅速な意思決定等による弾力的な病院経営を行いながら、病院機構の基本理念の下、各種事業 

を展開し、一定の成果を得たところである。 

 第２期中期目標期間では、運営する秋田県立脳血管研究センター（以下「脳研センター」とい

う。）及び秋田県立リハビリテーション・精神医療センター（以下「リハセン」という。）にお

ける県の中心的な病院としての役割を十分に認識した上で、両センター相互や地域の関係機関と

の連携を図りながら、中期目標に定められた政策医療の着実な実施、医療技術や医療サービスの

一層の向上、安定的な収支構造の確立を図るほか、高齢化の進展に伴い、今後取組の強化が求め

られる脳卒中を中心とした脳神経疾患、虚血性心疾患・不整脈を中心とした循環器疾患（以下

「脳・循環器疾患」という。）、認知症への対応に向けて、将来的な業務内容のあり方を検討す

るなど、県民や患者に信頼される病院づくりに努めるものとする。 

 そのため、ここに第２期中期計画を策定し、役職員が一丸となって、その実現に向け全力で取

り組む。 

第１ 中期計画の期間

      平成26年４月１日から平成31年３月31日までの５年間とする。 

第２ 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき

措置

  １ 質の高い医療の提供

   (1)  政策医療の提供 

    ① 脳研センター 

        ア 予防活動 

       疫学をはじめ様々な分野の研究で得られた脳・循環器疾患の予防に関する知見をも 

とに、行政や地域の医療機関と連携し、県民全体を対象とした公開講座・広報活動、 

健康指導などの啓発活動や脳ドック、再発予防のための検査等を行う。 

        イ 急性期医療 

            科学的に有効性が認められた医療を県民へ迅速・円滑・確実に提供するとともに、 

病院前救護を含めた救急医療の連携強化を図る。 

      また、脳卒中診療部を中心としたチーム医療、ＰＥＴ、ＣＴ、ＭＲＩなどの最新の 

検査機器により、迅速かつ高度な診断・治療体制を整え、24時間、365日体制で脳・

    循環器疾患の急性期患者を受け入れるとともに、循環器疾患分野の機能を強化し、 

脳・循環器疾患の包括的な治療体制を整備する。 
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        ウ 回復期医療 

            急性期医療スタッフと連携を図り、回復期の集中的な機能回復訓練を遅滞なく開始 

し、365日体制で実施する。 

           また、より質の高いリハビリテーションの提供に向けて、リハセンとの緊密な連携 

を進める。 

      ② リハセン 

        ア リハビリテーション医療 

         (ｱ) 脳卒中のみならず、脊髄損傷、骨折、神経・筋疾患、摂食・嚥下障害など様々な 

疾患について、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による365日体制をさらに強 

化し、身体機能回復のための質の高いリハビリテーションを実施するとともに、訓 

練機器の利用効果の検証等によりリハビリテーション技術の向上に寄与する。 

             また、身体機能維持を目的に、医療・介護・福祉関係者と連携したリハビリテー 

ションを実施するとともに、各種の評価入院を推進する。 

         (ｲ) 高次脳機能障害に関する専門的な相談機関として、相談・診療体制についての普 

及啓発、関係機関への情報提供等を推進する。 

        イ 精神疾患に関する医療 

            リハビリテーション及び精神分野の医療スタッフが協同して、患者の症状に合わせ 

たリハビリテーションを行い、社会復帰を支援する。 

      また、重度精神障害者や処遇困難者などに対しては、短期集中的な治療を行うこと 

により、急性期から回復期への治療効果を高める。 

      さらに、医療観察法に基づく鑑定入院及び待機入院を速やかに受け入れるとともに、 

指定通院について、保護観察所、裁判所等地域関係機関と連携した支援体制の充実 

に寄与する。 

     ウ 認知症疾患に関する医療 

         (ｱ) リハビリテーション科及び精神科の医師の協力体制による診療を強化するととも 

に、リハビリテーション及び精神分野の医療スタッフが協同して、患者の症状に合 

わせたリハビリテーションを充実するなど、チーム医療により認知症の治療効果を 

高める。 

         (ｲ) 認知症疾患医療センターとして、地域の診療所、病院等からの紹介患者を検査・ 

診断し、かかりつけ医との連携のもとで治療を行うとともに、地域包括支援センタ 

ーと連携し、患者が地域で生活するために必要な情報の提供などの支援を行い、そ 

の機能を発揮する。 

また、県、医師会などと緊密な協力体制を維持しながら、かかりつけ医向け研修 

会、介護関係機関や家族向け相談事業等を実施する。 

         (ｳ) 認知症診療の実績等を踏まえた知見をもとに、県民へ正しい知識の啓発を行う。 

      ③ 脳・循環器疾患の三次救急医療と精神科救急の全県拠点病院 

        ア 脳研センターは、三次救急医療機関の立場から脳・循環器疾患の高度な医療を提供 

する。 
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    イ リハセンは、｢秋田県精神科救急医療システム｣に定められた精神科救急の全県拠点 

病院として、救急患者の受入れを着実に実施するとともに、さらなる機能充実を図る 

ため、精神科診療を行う他の病院との協力体制を構築する。 

   (2) 医療従事者の確保・育成 

      ① 魅力ある働きやすい職場づくり 

          労務管理の徹底による過重労働のない職場づくりや、男女共同参画を推進するととも 

に、職員の多様な働き方を尊重し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

の実現に取り組む。 

   ② 自らの能力向上を可能とする体制の充実 

        ア 指導体制の充実 

          診療能力の向上に向けて指導体制を充実し、向上心の高い医療従事者の確保・育成 

に努める。 

        イ 研究環境の充実 

          医療の向上に資する研究環境を充実し、診療とともに臨床研究にも意欲のある医療 

従事者の確保・育成に努める。    

    ウ 教育プログラム等の充実・実施 

            各種教育プログラムや研修カリキュラムを充実・実施し、専門性の高い医療従事者 

の確保・育成に努める。 

        エ 人事交流等の実施 

           他の医療機関との人事交流や研修派遣を積極的に行い、広い視野を持った職員を育 

成する。 

   ③ 広報活動 

          ウェブサイト、新聞、医療関係専門誌等を活用するほか、大学や養成機関における就 

職説明会など様々な機会を捉え、広報活動を充実する。 

   (3)  患者・家族の視点に立った医療サービスの提供 

     ① 療養環境の整備 

         患者がより快適に療養できるよう、環境の改善に取り組む。 

      ② ホスピタリティの向上 

          全ての職員が、それぞれの役割に応じたホスピタリティを実践できるよう、研修等を 

実施する。 

   ③ 患者本位の医療の充実 

        ア  クリニカルパスの適用 

            日々進歩する医学の研鑽に努め、最良の医療を提供できる体制を充実し、院内クリ 

ニカルパスの適用率の向上を図る。 
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        ・院内クリニカルパス適用率の目標 

 平成24年度実績 平成30年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         30.2パーセント 35.0パーセント 

リ ハ セ ン         44.2パーセント 50.0パーセント 

        イ 患者受入態勢 

            救急患者をはじめとする患者の受入れを円滑に行うため、医師、看護師等のさらな 

る連携強化により効率的な病床管理を行う。 

     ウ インフォームド・コンセント 

           患者・家族の信頼のもとで診療を行うとともに、治療の選択、各種検査等について 

患者の意思を尊重するため、インフォームド・コンセントを一層徹底する。 

     エ 医療相談体制 

           急性期から回復期・維持期への円滑な移行や、入院前の相談、退院後の支援に関す 

る地域の関係機関とのスムーズな調整を可能とするよう、社会福祉士や精神保健福 

祉士を中心とした多職種協同による医療相談体制を強化する。 

           また、脳・循環器疾患予防や認知症医療等に関する県民からの相談に対応する。 

        オ セカンドオピニオン 

           患者やその家族等から主治医以外の専門医の意見及びアドバイスを求められた場合 

に適切に対応できるよう、セカンドオピニオンに取り組む。 

   ④ 第三者機関による評価の受審等 

         患者中心の質の高い医療サービスを提供するため、公益財団法人日本医療機能評価機 

構の病院機能評価等第三者機関による評価を受審するとともに、評価における指摘事項 

の改善に取り組む。 

   (4) より安心で信頼される医療の提供 

     ① 医療関連法令等の遵守 

     医療法をはじめとする関係法令を遵守するとともに、内部規律の保持、倫理委員会に 

よるチェック等を通じて、職員の医療倫理の徹底を図る。 

   ② 医療安全対策 

     医療安全を推進する院内組織において、ヒヤリ・ハット事例や医療事故に関する情報 

の収集・分析を徹底するとともに、リスクマネジメント能力の向上に努め、医療安全 

対策を徹底する。 

      ③ 院内感染対策 

         患者・家族等の安全の確保、院内感染の未然防止や発生時の拡大防止等のため、院内 

感染予防対策マニュアルに基づいて、必要な対策を講ずる。 
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      ④ 情報セキュリティ対策 

          患者情報等の漏洩防止を徹底するなど、情報セキュリティ対策を総合的に実施する。 

      ⑤ 情報公開等の推進 

        ア 経営状況の公表により病院機構の運営の透明性を図る。 

        イ 患者及びその家族への診療情報開示、法人文書の情報公開については、関連規程に 

基づき適切に対応する。 

 ２ 医療に関する調査及び研究

   (1) 脳研センターは、脳・循環器疾患の予防、診断、治療、リハビリテーションのほか、よ

り高度な医療を提供するための医療技術の開発等に関する調査、研究を行うとともに、

新たに各研究部を横断する期限付きの研究組織を整備し、戦略的な研究課題に取り組む。 

    また、その成果を定期的に発表することなどにより、医療水準の向上を図る。 

   (2) 脳研センターは、応用研究分野の設置等研究組織の再編や、競争的資金の獲得により、 

先駆的な研究に取り組む。 

 ３ 医療連携の推進及び地域医療への貢献

   (1) 医療連携の推進 

   ① 脳研センター 

    ア 脳・循環器疾患の患者に、より早期からの治療が可能になるよう救急隊や医療機関 

との連携を強化する。 

    イ 退院後の生活を見据え、地域の関係機関との調整等を行うなど、退院支援の充実を 

図る。 

        ウ 脳・循環器疾患の三次医療機関として、全県域の医療機関、介護施設等を対象に高 

度救急医療体制を紹介し、理解を求め、病病・病診・医療と介護の連携を強化する。 

      ② リハセン 

        ア 医療や福祉・介護の連携を強化するため、県内の医療機関や介護施設などで構成す 

る各種地域医療連携協議会等の活動への参加や協力を行う。 

        イ 医療機関、介護施設等からの要請等により認知症の鑑別診断、リハビリテーション 

の評価入院、訪問による検診・健康教室等を行う。 

    ウ 脳卒中地域連携クリニカルパスの運用を一層推進するとともに、他の疾患に係る地 

域連携クリニカルパスについても積極的に作成し、運用する。 

   (2) 地域医療への貢献 

      ①  地域の医療機関への診療支援 

          診療応援や専門医による診療を希望する地域の医療機関へ医師派遣を行う。 

      ② 他医療機関等従事者への研修等 

        ア 脳研センター 

        (ｱ) 地域の医療従事者を対象とした研修会への講師派遣等を行う。 
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         (ｲ) 脳・循環器疾患の医療に携わる医師、看護師その他コメディカル、救急救命士 

などを対象とした研修会を開催する。 

        イ リハセン 

         (ｱ) 医療・介護等スタッフの技術向上のため、全県域を対象に、認知症対応を中心と 

した研修会等を開催する。また、地域で開催される研修会等に講師を派遣する。 

     (ｲ)  医療従事者の養成機関から実習・研修・見学等を受け入れる体制を充実する。 

      ③ 画像診断サービスの提供 

          地域の医療機関からの依頼による画像診断サービスの提供を行う。 

   (3)  県民を対象とした医療や健康に関する情報発信 

        県民の健康増進への関心を高めるとともに予防知識等の普及啓発を行うため、ウェブサ 

イトや広告、県民を対象とした公開講座の開催等による情報発信に取り組む。 

  ４ 災害時における医療救護等   

   (1) 脳研センターは、災害拠点病院として被災地域からの傷病者を受け入れるとともに、２ 

チーム編成の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）により、大規模災害等発生時に住民の健康、 

生命を守る活動を行う。 

       また、県内外の関係機関等と連携を密にし、県内及び他県の大規模災害等発生時にも対 

応できる訓練・研修を行い、質の維持と向上を図る。 

   (2) リハセンは、大規模災害等発生時に住民の健康を守るため、精神保健医療に関する活動 

に協力する。 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

  １ 効率的な運営体制の構築

   (1) 管理体制 

       さらなる医療サービスの向上や、経営改革の推進に向け、理事会が決定した経営方針を 

着実に実現するための運営会議を定期的に開催するなど、脳研センター、リハセン及び本 

部事務局が一体的に取り組む体制を充実する。 

   (2) 効率的な業務運営 

      ① 脳研センター及びリハセンにおいて、相互に医師を派遣するなど、連携した診療等を 

推進する。 

      ② 事務部門の整理統合により効率的で適正な業務執行を図るとともに、不断の業務改善 

や事業のチェック体制の強化に努める。 

      ③ 企画、経営に関わる各部門の連携を強化し、弾力的、機動的な業務運営体制を構築す 

る。 

      ④ 診療報酬事務、病院会計等の専門研修への参加を通じて、職員の専門性の向上を図る。 
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   (3) 職員の意識改革 

      ① 初任者、中堅、管理職など階層別研修を実施し、階層に応じて求められる役割につい 

て、自ら考え、行動できる職員を育成する。 

      ② 職員への経営情報の共有化を図るほか、経営改革に関する研修会等を実施する。 

 ２ 病院経営に携わる事務部門の職員の確保・育成

   (1) 年齢構成を考慮しながら、経営に精通した人材を確保・育成する。 

   (2) 事務職員のリーダーシップ、マネジメント能力を高めるため、外部主催の各種研修へ 

の参加や、他の医療機関等との人事交流を行う。 

  ３ 収入の確保、費用の節減

   (1) 収入の確保 

      ① 病病・病診・医療と介護の連携の強化や病床管理の弾力化等により新規入院患者を確

保し、病床利用率の向上を図る。 

   ② 診療報酬改定に対応しつつ、患者動向や病床利用の実態に合わせ、施設基準や診療報 

酬加算等の取得に関する検討を適時かつ適切に実施する。 

   ③ 未収金発生を未然に防止するための対策を講じるとともに、すでに発生している未収 

金については早期回収の取組を強化する。 

     ・入院新規患者数の目標 

 平成24年度実績 平成30年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         1,257人 2,445人 

リ ハ セ ン         1,002人 1,285人 

     ・外来新規患者数の目標 

 平成24年度実績 平成30年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         4,911人 10,377人 

リ ハ セ ン           455人   554人 

     ・病床利用率の目標 

 平成24年度実績 平成30年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         72.6パーセント 76.6パーセント 

リ ハ セ ン         83.2パーセント 88.0パーセント 

    ・脳ドック件数の目標 

 平成24年度実績 平成30年度目標 

脳 研 セ ン タ ー         1,138件 1,758件 
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  (2) 費用の節減 

     ① 費用対効果の観点に基づく業務執行を推進するため、予算執行の管理・審査体制を強

化する。 

     ② 委託等業務内容の精査を行うとともに、多様な契約手法の活用や競争原理の徹底を図

る。 

      ③ 医薬品・診療材料の在庫管理を徹底するほか、医薬品の後発医薬品への切替え等を進

める。 

      ④ 消耗品、光熱水費、燃料、修繕等の経費については、物品の使用量や光熱水量等の抑

制につながる省エネルギー対策等の推進や職員へのコスト意識の徹底を図る。 

     ・材料費の対医業収益比率の目標 

 平成24年度実績 平成30年度目標 

脳研センター 30.4パーセント 26.7パーセント 

リ ハ セ ン 17.4パーセント 15.1パーセント 

     ・ジェネリック医薬品採用率（数量ベース）の目標 

 平成24年度実績 平成30年度目標 

脳研センター － 28.0パーセント 

リ ハ セ ン － 70.0パーセント 

     ・電気、ガス、重油使用量の目標 

  平成24年度実績 平成30年度目標 

脳研センター 

電気使用量 4,136,995キロワット時 4,855,809キロワット時 

ガス使用量   423,583立方メートル 409,610立方メートル 

重油使用量 － 120,000リットル 

リ ハ セ ン 
電気使用量 3,316,190キロワット時  3,150,381キロワット時 

重油使用量 952,000リットル    904,400リットル   

（注）ガス使用量の平成24年度実績は平成24年６月から平成25年５月までの実績である。

第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画                          

脳研センターにおける脳・循環器疾患の包括的な医療提供施設整備にかかる支払い消費税

等の影響により、中期計画期間内の累計で経常収支比率は100パーセントを下回ることが見

込まれるが、「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措

置」を着実に実行し、赤字幅の圧縮に努める。 

  （注）１ 予    算 病院機構の業務運営上の予算を、現金主義に基づき作成するもので、県の

予算会計に該当するもの

       ２ 収 支 計 画 病院機構の業務の収支計画を、発生主義に基づき明らかにし、純利益又は 

純損失という形で表すもの

       ３ 資 金 計 画 病院機構の業務運営上の資金収入・資金支出を、活動区分別（業務・投 

資・財務）に表すもの 
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     ４ 経常収支比率 収支計画に係る経営指標で、収入の部の合計金額を支出の部の合計金額で 

除して得たもの 

１ 予算（平成26年度～平成30年度）

                                                      （百万円） 

区       分 金    額 

 収 入 

   営業収益 

     医業収益 

     運営費交付金 

   その他営業収益 

  営業外収益 

     運営費交付金 

     その他営業外収益 

   資本収入 

     運営費交付金 

     長期借入金 

    その他資本収入 

   計 

46,926 

32,996 

13,578 

352 

930 

655 

275 

 14,563 

3,247 

11,093 

223 

62,419 

 支 出 

   営業費用 

     医業費用 

       給与費 

       材料費 

       経費 

       研究研修費 

     一般管理費 

   基金等事業費  

   営業外費用 

   資本支出 

     建設改良費 

     償還金 

   その他資本支出 

  計 

45,510 

44,767 

26,111 

 9,147 

8,656 

  853 

740 

3 

1,025 

17,156 

12,261 

4,895 

0 

63,691 

 【消費税等の取扱い】 

      上記の数値は消費税及び地方消費税込みの金額を記載している。 

 【人件費の見積り】 

      期間中総額26,685百万円を支出する。なお、当該金額は、役員報酬、職員基本給、職員諸 

手当及び法定福利費等の額に相当するものである。 

  【運営費交付金等】 
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      １ 運営費交付金は運営費負担金を含む。 

   ２ 建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費交付金等については、経 

常費助成のための運営費交付金等とする。 

  【脳血管医学振興基金事業に係る寄附金の使途等】 

      脳血管医学振興基金の事業に充てるものとして受領する寄附金（当該基金の運用によって 

生じた運用益を含む。）については、基金等事業費の脳血管医学振興基金事業費として支出 

し、各年度の支出金額は年度計画において定める。 

 ２ 収支計画（平成26年度～平成30年度）

                                                      （百万円） 

区       分 金    額 

 収入の部 

   営業収益 

     医業収益 

     運営費交付金収益 

     資産見返負債戻入 

     その他営業収益 

   営業外収益 

     運営費交付金収益 

     その他営業外収益 

 臨時利益 

          50,810 

            49,889 

            32,961 

            14,745 

             1,877 

              306 

               921 

               655 

               266 

205 

 支出の部 

   営業費用 

     医業費用 

       給与費 

       材料費 

       経費 

       減価償却費 

       研究研修費 

     一般管理費 

   基金等事業費 

   営業外費用 

 臨時損失 

            52,092 

     48,742 

            48,047 

            26,775 

             8,478 

             7,746 

             4,255 

               793 

               693 

                 2 

             3,350 

289 

 純利益 ▲1,366 

  【消費税等の取扱い】 

      １ 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 

   ２ 控除対象外消費税等負担額及び資産に係る控除対象外消費税等負担額は営業外費用に 

含まれている。 

  【運営費交付金】 

      運営費交付金収益は運営費負担金収益を含む。 
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  ３ 資金計画（平成26年度～平成30年度）                         

                                                             （百万円） 

区       分 金    額 

 資金収入 

    業務活動による収入 

      診療業務による収入 

      運営費交付金による収入 

      その他の業務活動による収入 

    投資活動による収入 

   有価証券の償還による収入 

      運営費交付金による収入 

      その他の投資活動による収入 

    財務活動による収入 

   運営費交付金による収入 

      長期借入金による収入 

  前期中期目標期間からの繰越金 

           66,069 

             47,856 

             32,996 

             14,233 

                 627 

               3,579 

               3,200 

                 156 

                 223 

              14,184 

               3,091 

              11,093 

                 450 

 資金支出 

   業務活動による支出 

     給与費支出 

     材料費支出 

     その他の業務活動による支出 

   投資活動による支出 

   有価証券の取得による支出 

     有形固定資産の取得による支出 

     その他の投資活動による支出 

   財務活動による支出 

     長期借入金の返済による支出 

     移行前地方債償還債務の償還による支出 

     その他の財務活動による支出 

 次期中期目標期間への繰越金 

      65,231 

            46,535 

              26,685 

               9,147 

              10,703 

              13,801 

               1,540 

              12,016 

                 245 

               4,895 

               2,040 

               2,750 

                 105 

                 838 

  【消費税等の取扱い】 

      上記の数値は消費税及び地方消費税込みの金額を記載している。 

 【運営費交付金】 

      運営費交付金による収入は運営費負担金による収入を含む。 

  【繰越金】 

      前期中期目標期間からの繰越金及び次期中期目標期間への繰越金には、当期開始前に運用 

を開始し、当期中に未償還の有価証券を含まない。 
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第５ 短期借入金の限度額

  １ 限度額 500,000,000円 

  ２ 想定される短期借入金の発生事由 

      運営費交付金及び運営費負担金の交付時期の遅れなどによる一時的な資金不足への対応 

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

      中期計画期間における計画はない。 

第７ 剰余金の使途

     決算において生じた剰余金は、病院施設の整備・修繕、医療機器の購入等に充てる。 

第８ 料金に関する事項

 １ 使用料及び手数料

      理事長は、使用料及び手数料として、次に掲げる額を徴収する。 

  (1)  健康保険法（大正11年法律第70号）及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法 

律第80号）の基準に基づき算定した額 

   (2) (1)以外のものについては、別に理事長が定める額 

  ２ 使用料等の減免

      理事長は、特別の事情があると認めたときは、使用料及び手数料の全部又は一部を免除す

る。 

第９ その他業務運営に関する重要事項

  １ 施設及び設備の整備に関する計画（平成26年度～平成30年度）

      高度専門医療の充実のため、施設及び高度医療機器の整備計画を策定し、計画的に整備を 

行う。なお、医療機器の整備に当たっては、これまで導入した機器等の費用対効果を検証す 

るなど効率的な運用に努める。 

特に、計画期間中においては、脳研センターについて、新棟増築の設計、建築工事等を行

うとともに、既存棟の設備改修工事に係る設計を行う。 

施設・設備の内容 予 定 額 財   源 

施設、医療機器等整備 12,624 百万円 

うち脳研センター新棟増

築及び既存棟改修関係 

 10,070 百万円 

長期借入金等 
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  ２ 人事に関する事項

   (1) 医療需要の変化等に対応しつつ効率的な業務運営ができるよう、医療・研究に必要な医 

療従事者の適切な人員配置を行う。 

   (2) 職員の業績・能力評価に基づいた処遇や個々の職員に適した人材育成を図るなど、より 

的確な人事管理を行う。 

  ３ 職員の就労環境の整備

      労務管理の徹底により過重労働のない職場づくりに努めるとともに、職員の心身の健康管

理を行う体制の整備を図る。 

  ４ 今後の事業展開に関する事項

   (1) 循環器疾患分野の体制強化 

        脳研センターは、高血圧症や糖尿病等を有する患者への内科的管理を含めた重症化予防 

の推進など、脳・循環器疾患の包括的な医療推進のあり方について検討を進め、平成30年 

度までに整備する。 

   (2) 認知症の初期支援、維持期リハビリテーションの展開、在宅医療の支援等 

        リハセンは、地域のかかりつけ医、介護・福祉関係機関と連携した、認知症の包括的・ 

集中的な初期支援のあり方、認知症に関するドックの実施、維持期リハビリテーションの 

展開、在宅医療の支援のあり方について検討する。 

  ５ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の

処分に関する計画

      前期中期目標期間の繰越積立金については、病院施設の整備、医療機器の購入等に充てる。 
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